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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録  

 

１．会議日時 

  令和３年１１月５日（金）午前１０時８分 開会 

              午後 ３時３分 閉会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 弘  豊 副委員長 嶋野浩一朗   委  員 村上 英明 

  委  員 西谷 知美 委  員 出口こうじ   委  員 三好 俊範 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山 一正  教育長 箸尾谷知也 

  教育総務部長 小林 寿弘  次世代育成部長 橋本 英樹 

上下水道部長 末永 利彦  同部次長 西 川  聡 

同部参事兼水道施設課長 樫本 宏充  経営企画課長 谷内田 修 

料金課長 千葉 郁子  下水道事業課長 竹下 博和 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 大西 健一  同局書記 速水 知沙 

 

１．審査案件 

  認定第１号 令和２年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

  認定第２号 令和２年度摂津市水道事業会計決算認定の件 

  認定第３号 令和２年度摂津市下水道事業会計決算認定の件 
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（午前１０時８分 開会） 

○弘豊委員長 ただいまから、文教上下水

道常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会署名委員は、西谷委員を指

名いたします。 

 認定第２号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 末永上下水道部長。 

○末永上下水道部長 認定第２号、令和２

年度摂津市水道事業会計決算認定の件に

つきまして、決算書に基づき目を追って主

なものについて補足説明をさせていただ

きます。 

 決算書の２４ページをお開きください。 

 令和２年度摂津市水道事業報告書、１、

概況で、令和２年度の年間の総配水量は１，

０２５万７，２６０立方メートルで、前年

度に比べ１７万２，４７０立方メートルの

増加となっております。 

 総配水量の水源別内訳には、表１、年間

総配水量に記載のとおり、自己水が２５６

万３，３６０立方メートルで、構成比は２

５．０％、大阪広域水道企業団水が７６９

万３，９００立方メートルで、構成比は７

５．０％となっており、自己水の構成比が

前年度に比べ２．７ポイント減少しており

ます。 

 また、年間有効有収水量は９４３万４，

１４４立方メートルで、前年度に比べ１０

万７，９１０立方メートルの増加となって

おります。 

 次に、給水原価は２５ページの表２、給

水原価、供給単価の推移に記載しておりま

すように１７６円８３銭で、前年度に比べ

４．１％、７円５７銭減少しております。

これは、職員給与費及び修繕費などの減少

によるものでございます。 

 また、供給単価は１７６円８５銭で、前

年度に比べ６．６％、１２円５３銭減少し

ております。これは主に新型コロナウイル

ス感染症対策として、水道料金における基

本料金の減免を実施したことによるもの

でございます。 

 次に、３４ページをお開きください。 

 １、収益費用明細書についてご説明申し

上げます。 

 まず、収益でございますが、款１水道事

業収益、項１営業収益、目１給水収益は１

６億６，８３８万９，８８１円で、前年度

に比べ５．５％、９，７８０万１，０１７

円減少しております。これは新型コロナウ

イルス感染症対策として、水道料金の減免

を行ったことによるものでございます。 

 目２委託工事収益は３，１２８万６，６

５０円で、前年度に比べ２２６．９％、２，

１７１万４，４８１円増加しております。

これは、給配水管移設工事の増加によるも

のでございます。 

 目３受託事業収益は３，９２５万９０９

円で、前年度に比べ１９．４％、６３７万

１，０９４円増加しております。これは、

下水道使用料徴収受託料が増加したもの

でございます。 

 目４他会計負担金は２１５万２，３５６

円で、前年度に比べ４６２．３％、１７６

万９，６０３円増加しております。これは

消火栓の修繕費の増加により、一般会計負

担金が増加したものでございます。 

 目５その他、営業収益は７１２万５，９

００円で、前年度に比べ６．４％、４８万

９，８００円減少しております。 

 項２営業外収益、目１受取利息及び配当

金は４８万６，１２７円で、前年度に比べ

５９．０％、６９万９，８７６円減少して

おります。 

 目２土地物件収益は６３４万７，５４２
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円で、前年度に比べ２０．３％、１０７万

２，２０１円増加しております。これは土

地施設使用料が増加したものでございま

す。 

 目３納付金は８，３２１万２，５００円

で、前年度に比べ２６．１％、２，９４３

万７，５００円減少しております。これは

新設戸数の減少によるものでございます。 

 目４他会計負担金は６，７３７万２７１

２円で、前年度に比べ３４１．５％、５，

２１１万２，２６０円増加しております。

これは新型コロナウイルス感染症対策と

して実施した水道料金の減免は、市の施策

として実施したため、減免に係る減収に対

する一般会計負担金が増加したことによ

るものでございます。 

 目５長期前受金戻入は３，２５２万９，

８６７円で、前年度に比べ０．５％、１６

万１，２５３円増加しております。 

 目７雑収益は１，０６８万４，９４８円

で、前年度に比べ１７．８％、２３１万３，

１５６円減少しております。 

 続きまして、３５ページ、費用でござい

ますが、款１水道事業費用、項１営業費用、

原水浄水及び送水費は８億４，０３３万１，

７３８円で、前年度に比べ２．９％、２，

４８０万９，４８５円減少しております。

これは人件費及び修繕費の減少などによ

るものでございます。 

 ３５ページから３６ページにかけまし

て、目２配水給水費は１億８，２９７万３，

２９８円で、前年度に比べ１０．２％、２，

０７４万７，０８８円減少しております。

これは修繕費の減少などによるものでご

ざいます。 

 目３受託工事費は３，７５８万４，３２

２円で、前年度に比べ１４３．３％、２，

２１３万９，３６１円増加しております。

これは給配水管移設工事の増加などによ

るものでございます。 

 目４業務費は９，２６１万１，５０６円

で、前年に比べ２．２％、２０６万７，５

５５円減少しております。これは人件費の

減少などによるものでございます。 

 ３７ページ、目５総係費は、１億５，５

８０万４，８９５円で、前年度に比べ０．

２％、２９万３，４６８円減少しておりま

す。これは一般会計の負担金の減少などに

よるものでございます。 

 目６減価償却費は３億６，７８８万６，

１９９円で、前年度に比べ１．９％、７１

５万５，６９２円減少しております。これ

は資産の耐用年数到来に伴う、減価償却費

の減少によるものでございます。 

 目７資産減耗費は１，４４７万１，１０

８円で、前年度に比べ８４．０％、６６０

万７，８９３円増加しております。これは

中央送水所１号配水池の除却によるもの

でございます。 

 項２、営業外費用、目１支払利息及び企

業債取扱諸費は４，３７９万９，５４０円

で、前年度に比べ９．６％、４６３万５，

９３２円減少しております。これは企業債

利息が減少したものでございます。 

 目２雑支出は２８７万５，４６８円で、

前年度に比べ１５９．６％、１７６万７，

７３７円増加しております。 

 続きまして、３８ページ、２、資本的収

入支出明細書についてご説明申し上げま

す。 

 款１資本的収入、項１、目１企業債は６

億８，３６０万円で、前年度に比べ１４６．

１％、４億５８０万円増加しております。

これは施設改修事業及び配水管整備事業

のために借り入れた企業債の増加による

ものでございます。 
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 項２、目１工事負担金は６０万円で、前

年度に比べ皆増となっています。これは消

火栓新設に係る一般会計の負担金でござ

います。 

 項３、目１交付金は４３６万５，０００

円で、前年度に比べ皆増となっております。

これは中央送水所１号配水池更新工事に

係る交付金でございます。 

 次に、支出でございますが、款１資本的

支出、項１建設改良費、目１施設改修費は

４億３，４６９万８，４５７円で、前年度

に比べ４，５１６．９％、４億２，５２８

万３，０５７円増加しております。 

これは工事請負費の増加によるものでご

ざいます。 

 目２固定資産取得費は３８２万７，００

０円で、前年度に比べ４１．２％、２６８

万４００円減少しております。 

 ３８ページから３９ページにかけまし

て、目３配水管整備事業費は６億６，２９

４万６，２７６円で、前年度に比べ１２１．

５％、３億６，３６６万２，２０９円増加

しております。これは工事請負費の増加に

よるものでございます。 

 項２、目１企業債償還金は３億３，８２

８万７，９２４円で、前年度に比べ１０．

１％、３，１１５万８７２円増加しており

ます。これは企業債元金償還金が増加した

ものでございます。 

 以上、認定第２号、令和２年度摂津市水

道事業会計決算内容の補足説明とさせて

いただきます。 

○弘豊委員長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

 出口委員。 

○出口こうじ委員 おはようございます。 

 決算概要から質問させていただきます。 

 １７４ページの一般事務事業の配水・給

水費の中で、補償金があります。予算額が

４９０万円ですが、これは何の補償金か、

お聞かせください。 

 そして１７６ページ、水質管理事業の中

で、素人には分からないような横文字がた

くさんあります。ＩＣＰ保守点検、超純水

製造装置保守点検、ガスクロマトグラフ保

守点検、イオンクロマトグラフ保守点検、

これは何なのかをお聞かせください。 

 ３点目、同じ１７６ページの下の欄で給

配水管維持管理事業の中で、配水・給水費

の中の調査業務委託料は、具体的にどんな

調査をされて、どちらに業務委託をされた

かをお聞かせください。 

 ４点目、１８０ページ、検針事業とあり

ます。検針事業の中に、業務費の中で検針

業務委託料、開閉栓業務委託料、開栓業務

委託料、これ検針の方が何人いらっしゃる

のかと、開閉栓業務と開栓業務の違いにつ

いても教えてください。 

 続きまして、１８４ページの水道事業費

用の中で、公務災害補償負担金があります。

これはどんな災害が起きたのか、または業

務中にけがをされたのか、またお聞かせく

ださい。 

 そして６点目、同じく１８４ページの中

で、弁護士業務委託料３０万円について、

何人の弁護士がどんな業務をされている

のかをお聞かせください。 

 そして７点目、１８６ページ、中央送水

管理事業の中で映像制作委託料とありま

す。これどんな映像を作ったのか、お聞か

せください。 

 １回目の質問は以上です。 

○弘豊委員長 それでは順次答弁をお願

いしたいと思います。 

 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 出口委員の質問
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について、お答えさせていただきます。 

 １番目、補償金についてですけれども、

これにつきましては水道管の埋設工事の

際に、万一住宅のひび割れが発生した際に

補償するものなんですけど、令和２年度に

つきましては、千里丘五丁目でサンドブラ

ストという埋設水道管に漏水がありまし

て、それがガス管を破損させて、その分の

補償という形でこの金額、３８９万４，５

１０円が主な支出金額となっております。 

 次に、水質管理事業についてということ

で、いろいろ名前があるということで、そ

れぞれの内容についてご説明させていた

だきます。 

 まず、水質管理事業の中で、ＩＣＰ保守

点検というものがございます。これにつき

ましては、質量分析装置といいます。水中

に存在してます鉄、マンガン、鉛などの重

金属物を調査、内容の分析をする機械でご

ざいます。 

 次に、超純水装置といいますのは、水道

水にはいろんな物質が入ってるんですけ

ども、それを全くなくしてしまって、真水

を作る装置でございます。 

 次に、ガスクロマトグラフといいますと、

これにつきましてはトリハロメタンとか

そういうような物質を検出する機械、あと

トリクロロエチレンなど、そういうような

揮発物の化合物を検査する機械で、でござ

います。 

 次に、イオンクロマトグラフ、水中に含

まれているミネラル分を検出する装置で

ございます。 

 次に、調査業務委託料の内容については、

水道管の漏水の調査についての業務委託

でございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 そうしましたら、料金課

に関わりますご質問にお答えします。 

 まず、検針事業の検針業務委託料という

ことでございますが、検針員につきまして

は１３名おります。 

 続きまして、二つ目のご質問の開閉栓業

務委託料と、開栓業務委託料の違いという

ことですけども、まず開閉栓業務委託料で

ございますが、こちらにつきましては、基

本、委託の方が摂津市の上下水道部の勤務

時間の間にお電話を使用者の方から頂き

まして、その方から開栓したいので水道を

開けてくださいですとか、また引っ越しす

るので閉めますということでのお電話を

受けます。 

 そうしましたら、現地のほうに行かせて

もらって、現地のほうで開栓して水道を使

えるようにする、それとか引っ越しするな

どで水道を使えなくするということで、開

栓とか閉栓のほうをしています。 

 それに加えて、料金システムのほうの入

力作業とかもしていただいてます。 

 あと、付随してるものなんですけども、

現地へ行かれたときにメーターボックス

内の漏水とかもありましたら漏水の修理

とかも担当していただいております。 

 続きまして、開栓業務の委託料のほうな

んですけども、こちらにつきましては先ほ

どは業務時間内ということだったんです

けども、次の開栓業務のほうにつきまして

は、夜間にもし突発的に、水道のほうを開

けてください、給水を停止してるというこ

とがございますので、それを開けてくださ

いというときに現地に行って、そちらで対

応していただくというところの想定でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 
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○谷内田経営企画課長 それでは私のほ

うからは、まず公務災害補償負担金につい

てご説明申し上げます。 

 今回この科目で執行しておりますのは、

あくまでも公務災害があった場合に補償

してもらうために、共済会に負担金をお支

払いしてるというものでございます。 

 ちなみに、令和２年度公務災害、どのよ

うなものがあったかというところに関し

ましては１件、熱中症で倒れた職員がおり

まして、それに関するものがございました。 

 続きまして、弁護士業務委託料について

でございます。 

 これに関しましては、令和２年度は執行

はございませんでしたけれども、水道事業

に係る業務について弁護士相談が必要に

なった場合に、執行する予定といたしてお

りました。契約の相手先といたしましたの

は本庁で顧問弁護士の契約をいたしてお

りますので、同じ弁護士を予定しておった

ところでございます。 

 それから、最後の映像業務の委託料につ

いてでございます。 

 これにつきましては、ただいま中央送水

所の配水池建替え工事を行っております。

この建替え工事の様子を映像で作成いた

しまして、水道事業のＰＲに活用していく

ということを考えております。令和２年度

と令和３年度に工事が行われますので、映

像の作成につきましてもこの令和２年度、

令和３年度で作成をしていきたいと考え

ておるところでございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 出口委員。 

○出口こうじ委員 和歌山市の水管橋崩

落事件については、私も田舎が和歌山県な

んで、親戚もおるもので和歌山県に実際行

って話を聞いたら、１週間ぐらい断水して

いて、摂津市からも給水車が行かれて本当

に助かったということで、各地から給水車

が行かれたみたいです。本当に、蛇口をひ

ねったらすぐきれいな水が飲めるってい

うのは本当にありがたい話で、日々の業務、

本当に感謝しております。 

 一つ目の補償金ということで、ガス管に

当たったということでした。事故が起きて

しまうのは仕方ないですけども、気を付け

て行ってください。 

 一つ目は以上です。 

 二つ目の質問で、いろんな横文字の難し

い業務委託の説明をいただきました。金属

調査であったり、真水にしていく業務、化

合物を取り除いたり、ミネラルを摘出した

り、いろんな工程を経て、きれいな水を飲

めるっていうのが本当にありがたいです

ね。二つ目は理解しました。 

 ３点目、調査業務委託料、これは漏水調

査ということなんですけども、これは市内

の水道業者か何かに委託をされてるんで

すかね。それをお聞かせください。 

 ４点目の検針業務の、１３名の検針員が

いらっしゃるってことで、本当に日々検針

いただいてありがとうございます。 

 ５点目の公務災害補償負担金について

ですが、熱中症で倒れた方がいたというこ

とでした。この予算の３７万７，０００円

というのは、共済会に払う金額は予算額が

決まってるんですかね。残額が１，０００

円以下ですから。それもちょっとお聞かせ

ください。 

 六つ目の弁護士業務委託料、令和２年度

は１件のあれもなかったということなん

ですけど、弁護士は摂津市の方なんですか

ね。それも教えてください。 

 ２回目の質問は以上です。 

○弘豊委員長 樫本部参事。 
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○樫本上下水道部参事 調査業務の内容

についてということで、質問にお答えさせ

ていただきます。 

 調査業務について、この水道管の漏水の

調査というものは、流れてる水道管のとこ

ろで音を拾って、漏水しますと音が発生し

ますので、音を拾ってそれで細かく場所を

推定していくという作業、また特殊な作業

になってますので、これはあくまでもその

調査の設備を持ってる業者が入札で受託

するということですので、必ずしも市内業

者というわけではございません。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、公務災

害補償負担金に関する２回目のご質問に

お答えいたします。 

 この負担金につきましては、算定の基礎

が給料等になっておりまして、それに対し

て一定の率を掛けて負担をするという形

になっております。 

 それから、６番目の弁護士についてです

けれども、補足させていただきますと、契

約については一般会計のほうで契約して

いただいておりまして、水道事業で追加で

相談が発生した場合に、その契約に基づい

て水道のほうで追加で負担するという形

になっております。弁護士については、大

阪市内の弁護士だったかと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは出口委員。 

○出口こうじ委員 ありがとうございま

した。 

 負担金の件は理解しました。ありがとう

ございます。 

 弁護士業務委託料も大阪市内の弁護士

ということで、できたら摂津市の弁護士を

使っていただければうれしいです。 

 本当に毎日おいしい水を飲めるのは皆

様方のおかげだと思ってるので、感謝して

おります。ありがとうございます。 

 私からの質問は以上です。 

○弘豊委員長 出口委員の質問は終わり

ました。 

 西谷委員。 

○西谷知美委員 上下水道事業年報から、

質問させていただきます。 

 単年で見ても、ちょっと経過についてが

分からないので、こちらのほうを確認させ

ていただきました。５２ページから５３ペ

ージにかけてなんですが、雑支出というの

が平成３０年度と令和２年度が多くなっ

ているということがあるので、平成３０年

度と令和２年度にどういったことに使わ

れたのかという点をお聞かせください。 

次に５４ページの営業外収益の他会計

負担金というのが、令和２年度だけ１，５

６４％となっていますけど、これはなぜこ

んな突出した数字になったのかっていう

のを教えてください。 

 この２点お願いします。 

○弘豊委員長 そうしましたら、答弁を求

めたいと思います 

 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それではまず、１

番目の雑支出の内容ということでござい

ますけれども、幾つか内容があるんですけ

れども、一番大きなものといたしましては、

支払い控除対象外消費税がここの雑支出

で計上されております。消費税につきまし

ては、預かってる消費税から支払った消費

税を差し引いて、国税のほうに納付するも

のなんですけれども、その際に消費税の計

算の過程において控除できない消費税と

いうものがございます。これについては会

計上、費用として計上するものになってお

ります。そのため、こちらの雑支出で計上
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しているものでございます。 

 それから、２番目の他会計負担金の増加

理由についてでございます。令和２年度に

つきましては、新型コロナウイルス感染症

対策の関係で基本料金の減額、４か月を実

施させていただきました。この減額分につ

きましては、市の政策として実施したとい

うことがございまして、一般会計から負担

していただいております。その金額が５，

０００万円余りございますので、金額がふ

えているという状況になっております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 １番目の質問に関して

は理解しました。ありがとうございます。 

５５ページの分ですが、令和２年度の分

は理解できたんですけど、平成３０年度の

雑支出２００％というのは、どういったこ

とがあったのでしょうか。 

○弘豊委員長 では、谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 平成３０年度雑

支出の２００％ですけれども、まずこの表

についてですが、この表については平成２

８年度の数値を１００とした場合に、各年

度、平成２９年度、平成３０年度、令和元

年度、令和２年度の数値が幾らになってる

かを表しています。例えば、平成２８年度

の営業収益が１００の場合、それに対して

令和２年度の収益は９１％ですという表

でございます。 

 そういった見方をしていただくとあり

がたいかなと思うんですけれども、この中

で平成３０年度の雑支出２００％につき

ましても、主な内容といたしましては、先

ほど申し上げた控除対象外消費税にかか

る雑支出が多かったということになって

おります。 

 以上です。 

○弘豊委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 分かりました、ありがと

うございます。 

○弘豊委員長 それでは暫時休憩します。 

（午前１０時４４分 休憩） 

（午前１０時４９分 再開） 

○弘豊委員長 それでは再開いたします。 

 質疑を続けます。 

 村上委員。 

○村上英明委員 それでは、９点ばかりお

尋ねをさせていただきたいなというふう

に思います。 

 １点目は、普及率１００％というのがこ

こ数年事務報告書の中に掲載をされてい

ますけども、地下水等を自己処理をして自

家用の水道水として使っていないという

ことなんだろうなというふうに思うんで

すが、その辺ちょっと確認を１回目でさせ

ていただきたいなというふうに思ってま

す。 

 ２番目なんですが、この事務報告書の２

８３ページのところもありますけども、有

収率についてであります。令和２年度とし

ても９１．９８％という数字が載っていま

すけども、これが令和元年度と比較して０．

５％ほど減少してるというのが数字とし

て出ているんですけども、これをどう考え

てるかということなんですが、要は漏水な

のか、また消防関係で使ったのか、その辺

もあるとは思うんですけども、その認識を

ちょっと１回目、お尋ねをしたいなという

ふうに思います。 

 ３番目でございますが、これも同じ事務

報告書の２８３ページのところで、施設の

利用率であります。本市の場合は約４９％

ということでありますが、これ全国平均を

見たら６０％という数字が出てたんです

ね。ということはちょっと低いなというこ
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とでありますから、その辺をどう考えて認

識しておられるのか、お尋ねをしたいなと

いうふうに思います。 

 ４番目、事務報告書の２８５ページのと

ころで配水量というのがあります。これは

自己水と大阪広域水道企業団水との関係

なんですけどね、自己水が８．２％ほど令

和２年度は減ってるということで、総配水

量はふえてるんですけどもね、その辺で自

己水が、数年前までは７対３とかいうのも

ちょっと耳にしたことがあったんですが、

ここ数年でちょっと減ってきてますので、

その辺をどう考えておられるのかという

ことでお尋ねしたいなというふうに思い

ます。 

 ５番目、これは決算書で行きたいと思う

んですが、歳入の面で１４ページのところ

なんですけども、給水収益ということで１

６億円ほど計上されています。事業収入全

体からすれば８６％ほどということで、ウ

エートが結構大きいですが、これが令和元

年度と比較しまして約９，７８０万円ほど

減少してるように見えたのでちょっと質

問させていただくんですが、この減少を経

営面からどう捉えておられるのかという

ことで、１回目としてお尋ねをしたいなと

いうふうに思います。 

 ６番目なんですが、決算書の２６ページ

のところで、職員に関する事項っていうの

が書いてありまして、要は人数の関係です

ね、お尋ねしたいんですけども、職員が令

和元年度と比較しまして２名ほど減少し

てるということもあります。その中で、水

道施設課のほうはお一人減少ということ

であるんですが、水道施設課の年齢構成を

１回目、ちょっとお尋ねをしたいなという

ふうに思います。 

 ７番目、決算書の３２ページのところで、

契約が１５件記載してあります。この中で、

契約というのは一般競争入札とか指名競

争入札等もありますし、また随意契約もあ

るんですが、件数をそれぞれ契約の体系で

お答えしていただけるのであれば、それで

ちょっとお願いをしたいなというふうに

思います。 

 ８番目なんですが、水道料金等収納事業

についてなんですが、その中でコンビニ収

納業務委託料というのが計上されており

ます。コンビニ収納の件数と、その金額が

総収入のどれぐらいの割合を占めている

のかということで、お分かりになるのであ

ればちょっとお答えをいただきたいなと

いうふうに思います。 

 ９番目、減価償却費ということで令和２

年度が減少したというような、先ほどの概

略の説明でございました。これは管路なの

か施設なのかというところもあるんです

が、どの部分が、どの施設が減少したのか

ということ、でちょっと１回目お尋ねをし

たいなというふうに思います。 

 １回目の質問、以上です。 

○弘豊委員長 よろしいでしょうか。 

 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、村上委員の

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１番目の普及率というところなん

ですけれども、私どものほうにつきまして

は、条例によって井戸の水を使うというこ

とが認められておりませんので、これにつ

きましては全部１００％ということです。

利用については構わないんですけども、飲

用などにつきましてはいけないと。全部が

水道で給水するという形になってると思

いますので、普及率は１００％となってお

ります。 

 次に有収率についてのご質問にお答え
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させていただきます。 

 有収率のほうが、９２％ぐらいというこ

とです。平成２９年度は９３％という高い

値があったのですけれども、私どもやはり

随時有収率につきましては確認作業は行

っております。やはり、原因は漏水による

ところが大きいと思いますので、漏水の調

査、今先ほど委託の話もありましたけれど

も、委託のみならず我々の職員のほうで漏

水がないかどうかというのを、もう少し精

度の、ちょっと粗いと言ってはおかしいん

ですけど、機械を使いまして、音聴でやっ

ております。ただ、どうしてもなかなか見

つからないというのが正直なところでご

ざいまして、かつては水路に水が流れてた

ところを見付けて分かったとかいうこと

もありますので、場所は今のところ特定は

できないんですけれども、できるだけそう

いう漏水がないかどうかというのを随時

調べており、あくまでもやはり９３％程度

まではやりたいというのが、私たち水道施

設課はそのような考え方を持ってやって

いるところでございます。 

 次に、施設の利用率についてのご質問に

ついてお答えさせてきます。 

 施設の利用率といいますものは、全体、

１日の配水能力を分母にして、分子が１日

の平均配水量というようなもので計算す

るものでございます。これにつきましてな

んですけど、現在は４８％から４９％、ほ

ぼ半分というような利用率にはなってお

ります。 

 この原因につきましてなんですけども、 

昭和の終わりから平成の始めにかけて、施

設の拡張を行っておりました。これはその

当時、水道の使用量がこれから増大するで

あろうという見込みの中で施設の整備は

されたんですけども、ここ近年だんだんと

水道の使用量が減ってきてるということ

がありますので、どうしてもこのような数

字になっております。 

 次に、自己水について、２５％ほど減少

してると。かつては７対３と言ってたもの

が、今は７５％と２５％となっております。 

 これにつきましては、やはり井戸水のく

み上げの量が少し落ちてきているという

ことがございます。これにつきましても、

何とか維持はしたいとは考えておるんで

すけれども、長期的に使用するためには取

り過ぎもやっぱりいけないということも

ございます。何とか井戸の清掃をして、利

用量を上げ、適正な量、長く負担をかけな

い程度で上げようという努力は常にして

おります。 

 ただ、結果としてちょっとくみ上げ量が

少なかった、逆に配水量がふえたと、両方

の要素がありますので、割合が下がってし

まったというような認識で考えておりま

す。 

 以上です。 

○弘豊委員長 次に、西川次長。 

○西川上下水道部次長 すみません、１点

目の普及率についてちょっと補足をさせ

ていただきますと、井戸水の利用につきま

しては、飲料水として利用する場合、定期

的な水質検査が必要でございます。摂津市

内の井戸水につきましては、井戸を所管す

る部署から聞いておりますのは、飲料水と

して利用されていないということで、水道

水で１００％ということになってます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 次に、谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、給水収

益に関するご質問についてお答えいたし

ます。 

 給水収益、経営の面から、今回のこの決
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算についてどういうふうに考えてるかと

いうことでございます。給水収益について

は、前年比９，８００万円ほどの減少とな

っております。この給水収益は、水道事業

を運営していく中で根幹をなす収入でご

ざいます。この減少については非常に重く

受け止めておりまして、令和２年度につい

ては新型コロナウイルス感染症の影響が

あったとはいえ、近年減少傾向にございま

すので、この給水収益をどういうふうに計

上していくか、こういったところは予算を

立てる上でも大変重要でございますし、実

際に執行していく上でも給水収益の動き

はどうなっているのかというところは、き

ちんと把握して事業の運営をしていく必

要があると考えておるところです。 

 今後もこの給水収益、どういうふうな動

きになっていくのかというところは、十分

に把握していきたいと考えております。 

 次の６番目の職員の件でございます。年

齢構成、どのようになってるかというとこ

ろでございますけれども、令和３年４月１

日現在で申し上げますと、２０代の職員が

１名、３０代の職員が５名、４０代の職員

が１１名、５０代の職員が１８名、合計で

３５名ということになっておりまして、平

均年齢も４８歳を超えている状況でござ

います。職員の高齢化については今後の課

題であると考えているところでございま

す。 

 それから次の７番目の、契約についてお

答えいたします。 

 契約についてですけれども、工事に関し

ての件数を申し上げますと、令和２年度水

道事業発注工事契約については、管路の耐

震化工事が８件、施設改修工事３件の、１

１件がございました。このうち、管路耐震

化工事８件中７件が事後審査型制限付き

一般競争入札、残り１件が指名競争入札で

契約をさせていただいております。 

 施設改修工事につきましては、３件中２

件が制限付き一般競争入札、残り１件が指

名競争入札という形になっております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 それでは、料金課に関わ

りますコンビニの収納の件でお答えしま

す。 

 水道料金等収納事業の中のコンビニ収

納業務委託料の件なんですけども、コンビ

ニの件数につきましては事業年報の１０

３ページ、こちらの納付別一覧表が載って

るんですけども、コンビニのほうにつきま

しては、自主納付になりまして、自主納付

の６万３，７２１件のうち、コンビニにつ

きましては令和２年度５万３，０１７件ご

ざいました。トータルで２０万８，６８９

件ございますので、割合にしましたら２５．

４％になります。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、減価償

却についてのお問いについてお答えいた

します。 

 令和２年度の減価償却費、合計といたし

ましては３億６，７８８万６，１９９円と

なっておりますけれども、この大部分は管

路等の構築物で、その金額は２億２，５２

６万６，８９５円となっております。次に

多いのが機械及び装置で９，９００万円余

りという形になっておりまして、減価償却

の大部分が管路等の構築物であるという

形になっております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、村上委員。 

○村上英明委員 ２回目もちょっと質問
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なり要望なりということで、させていただ

きたいなというふうに思います。 

１点目の普及率の件であります。地下水

で、飲料として使用しているものはないと

いう認識であるということでございまし

た。これ、大阪府内、４３団体を見ても１

００％っていうのは１２団体なんですね。

その中に摂津市が入ってるということで

ありますから、そういう意味ではよいのか

なというふうに思っています。公営企業と

して給水をしている、そういうもので１０

０％摂津市内を賄えるという面ではいい

のかなというふうに思いますから、そうい

う意味では、これがまた下がるということ

は多分ないと思うんですけどもね、こうい

う１００％目指しての取り組みはちょっ

と継続していっていただければと思いま

すので、これは要望としておきます。 

 ２番目の有収率の件でございます。数字

的に見るといいほうなのかなというふう

に私は思っておりまして、全国平均でも約

９０％という数字ですから、それを上回っ

ているという面ではいいと思います。設備

的にも大きな漏水というものはないのか

なというふうに思っておりますが、先ほど

もちょっと漏水の件でね、いろいろとご質

問なりご答弁もございました。この漏水の

調査というのは、特殊な技術だなと思って

います。２回目としてちょっと確認も含め

て、今後この漏水等の改善策をどういう形

で進めていこうとお考えなのかをちょっ

とお答えいただきたいなというふうに思

ってます。 

 ３番目の、施設の利用率でございます。

４９％で半分以下ということであります。

先ほどご答弁ありましたように、昭和から

平成にかけて施設を拡充したということ

で、そのときは水道の給水量が伸びるだろ

うなということで、地図を作られていった

が、今となってはそれがちょっと弊害にな

ってきてるのかなというふうに思います。 

 ただ、昭和から平成にかけての考え方が

どうのこうのというんじゃなくてね、やっ

ぱり施設の利用率ってやっぱり高めてい

くべきなんだろうなというふうに思って

ます。これ、配水量との関係もありますか

ら、配水量が減ってくれば施設の利用率も

減ってくるということになってきますか

らね、水の供給をやっぱりふやしていくと

いうところを取り組んでいかなければい

けないんだろうなというふうに思ってい

るんです。 

 ただ、令和元年度になり、平成３０年度

からすれば、この施設の利用率というのは

１％でも上がってますから、そういう面で

は改善という方向も見受けられるんです

けどね。全国平均で約６０％となってます

から、そこから見ても低いし、特にこの近

隣の吹田市なんかはね、８０％という数字

が出ていたんです。使わない施設は処分し

ていくというのも一つであるかなという

ふうに思いますので、この施設の利用率と

いうものをしっかりと高めていっていた

だければなということで、これは要望とし

ておきます。 

 ４番目の、自己水の件でございます。こ

れはちょっと先ほどもご答弁がありまし

たけども、年々自己水の比率が減ってきて

いるということ、それはあえて減らしてい

るという面もちょっと私は感じられたん

ですね。要は太中浄水場をコントロールし

て、地下水を温存するというか、長期的に

使っていこうという面であれば、この自己

水というのは減らしていくっていう考え

も分からんでもないんですが、その中で大

阪広域水道企業団水の単価もちょっと下
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がってきているとかいう面もありますか

ら、そういう面も踏まえれば、やっぱりど

っちかというと経費面から見ると、大阪広

域水道企業団水をふやしていくというの

も一つなのかなというふうに思うんです。

その辺の自己水と大阪広域水道企業団水

の割合の考え方について２回目、お尋ねを

したいなと思います。 

 ５番目の給水収益の部分であります。令

和２年度は新型コロナウイルス感染症対

策の関係で、一般会計での負担もあったけ

ども、私の見立てでは水道事業会計として

も２，０００万円ほどは、新型コロナウイ

ルス感染症に対して施策を打ってきたよ

という見方ができるのかなというふうに

思うんですが、その中でやはり企業として

収益を上げていくというのはやっぱり大

きなことなのでね。給水収益をしっかりと

上げていく、これは令和元年度から比較す

れば純利益も減ってきているというのも

ありますから、そういう面では収益をしっ

かりと上げて、経営も健全的な形で、取り

組んでいっていただきたいなというふう

に思うんですね。 

 監査のほうも、水道事業についてはおお

むね良好だというような判定も出て、数字

的には健全な企業だというふうにも判定

できるんですけどね、しっかりとこの給水

収益を上げていくという努力をお願いし

たいなということで、これも要望としてお

きます。 

 ６番目の、職員の件でございます。平均

年齢が４８歳ということでありますから、

平均から見ればちょうどいい年齢なのか

なというふうに私は思ったんです。ただ、

人数としては５０歳代が結構多いと思い

ました。ということであれば、水道ってい

うのは特殊な技術や経験がどうしても要

るような業務ですから、そういう意味では

水道技術の継承という面をどう考えてお

られるのかということで、ちょっとお尋ね

をしたいなというふうに思います。 

 ７番目の件でございます。契約について、

もしかしたら随意契約とかね、その辺がち

ょっとあるのかなというふうに気になる

部分があったのですが、一般競争入札であ

れ指名競争入札であれ、入札だったという

ことでありますから、これからも工事につ

いては、規模もありますけどもやはり競争

原理を働かせていくというのが一つの大

きなところかなというふうに思うので、適

正な価格の現場に合った工事費というも

のをこれからも算出なり契約ということ

で、お願いをしたいなということで、これ

は要望としておきます。 

 ８番目の、水道料金の収納でございます。

コンビニ収納が２５．４％だったというこ

とでありますから、私の想像よりも多いの

かなというふうに思ってます。 

 ２回目のお尋ねとして、収納については、

コンビニ収納もありますし、口座振替等々

もありますけども、スマートフォンアプリ

を活用した納付書払いというものがどれ

ぐらいあったのかということで、ちょっと

２回目、お尋ねをしたいなというふうに思

います。 

 減価償却の件であります。管路等の構築

物が減価償却費の大半を占めているとい

うことでございました。耐用年数を超えた

ものがふえてきたというような認識かな

というふうに、私はちょっと思ったんです

ね。その辺の設備の更新環境をどう考えて

おられるのかということをちょっとお尋

ねしたいなというふうに思います。 

 ２回目、以上です。 

○弘豊委員長 それでは、樫本部参事。 
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○樫本上下水道部参事 では、村上委員の

２回目の質問についてお答えさせていた

だきます。 

 有収率の向上について漏水に対する改

善策ということについてのお問いなんで

すけども、先ほども話させていただいてま

すとおり、早期発見をしたいということで

随時漏水の探査を継続してやっていかな

いといけないと思っております。 

 またもう一つは、毎月配水量の報告があ

りますが、これの値が大きくなったときに

は、集中的にその場所で調査をするという

ことも、過去ずっと行っております。常に

早期発見、その場所の推定と、場所を推定

できた後で、そこを集中的に調査という方

法もあるんですけど、ただここ２年ほどは

なかなかそういう値が大きいところとい

うのが見られなくて、非常に均一的に調べ

ていかないといけないというような状況

の中で、対応に苦慮してるところがありま

す。ただ、これも根気よく続けていきたい

と。有収率を少しでも上げていきたいとい

うのも、かねがねこれは考えて行っている

ところでございます。 

 次に、自己水についての質問についてお

答えさせていただきます。 

 私の答弁のほうがちょっと悪かったの

かもしれませんのですが、あえて意識的に

減らしてるということはございません。何

とか長期的に、継続的に水を使えるために

は、今どの量が適正なのかということ、今

の井戸の状態を鑑みてですけども、くみ上

げ量を決めているというところが正直な

ところでございます。 

 井戸につきまして、老朽というかくみ取

りに支障を来す状態も多くなってきてお

ります。そのため、毎年のように井戸の清

掃を行っております。これでくみ上げ量を

維持するということを、念頭に作業を行っ

てるというところです。何とか長期的に、

継続的に量を多く取れるということを目

指してやってるということで、ご理解して

いただきたいと思っております。 

○弘豊委員長 西川次長。 

○西川上下水道部次長 私のほうからは、

職員の技術継承についてお答えさせてい

ただきます。 

 委員のほうからもございましたように、

やはり年齢のほうは少し高めになってお

りまして、水道における技術につきまして

は、例えば宅内の修繕でございますとか、

それから浄水場の水質を監視していくか

というところで、そういうところの技術継

承は非常に重要だと思っております。新し

い若い職員が入ってくる中で、その技術継

承を職場でうまく回していくというのも

一つですし、民間の力を借りながら、そう

いうところも補っていくということも必

要だと思ってます。 

 今後、そういう技術をいかに継承してい

くかというのが我々の課題でございまし

て、引き続き努力していきたいというふう

に思っております。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 そうしましたら、料金課

に関わります２回目のご質問にお答えし

ます。 

 スマートフォンアプリのキャッシュレ

ス決済についてお答えさせていただきま

す。 

 先ほどの事業年報１０３ページの納付

別一覧表にございます自主納付が対象に

なってまいります。キャッシュレス決済に

つきましては、今年の４月から始まったも

のでして、今年の件数でお答えさせていた

だきます。 
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 令和３年４月からということで、収納期

間９月初めまでで、９２４件ございました。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 村上委員の９番

目の、耐用年数に鑑みまして、更新関係に

ついてはどのように考えてるかという質

問についてお答えさせていただきます。 

 我々の水道の経営戦略、水道ビジョンに

て、長期的な計画を立てておるんですけど、

管路につきましては、主に耐震化率、耐震

管を何％に上げるというような指標を主

に立てておりました。我々としましても、

それに目標を持って更新を行っていくと

いう形をしておったんですけれども、先般

の和歌山市の事故を考えると、経年管とい

うところにつきましてもちょっと考え方

を入れないといけないというふうなこと

にもなってきてるんですけれども、基本的

にはですけれども、耐震管ではない管はや

はり古い管にはなっておりますので、セッ

トという感じで考えております。 

 ただ、その中で耐震管でないところを耐

震化するときに、やはり古いところの管を

更新していこうと。その影響の高いところ、

この２点を、耐震化されてない管路の整備

を進めていくと。これでおいおい経年管も

なくしていくというような考え方で整備

を進めて、やっております。 

○弘豊委員長 末永部長。 

○末永上下水道部長 先ほどの村上委員

の３番目の質問で、一応ご理解をいただけ

たかとは思うので、補足させていただきま

すと、施設利用率というのは、年報で言う

と７２ページ、７３ページ辺りを見ていた

だいたら、公式も載ってるかと思うんです

けども、ここの項につきまして、私ども上

下水道ビジョン、経営戦略等々変更をさせ

ていただいてる中で、昭和末期に認可変更

しました。一人一人の飲む水の量もトイレ

を使う量も、変わってきているんですけど

も、その辺の変化はしております。ただ、

先ほど村上委員がおっしゃった吹田市と

か茨木市とか、高くなってるというお話で

ございます。ここの分については私も計画

変更する中に、摂津市の場合、面積が限ら

れてきております。吹田市でいいますと、

毎日放送があった場所、現在で言うとミリ

カヒルズの辺りとか、茨木市でしたら彩都

の辺りとか、箕面市のほうでも開発が山の

ほうに山のほうに進んでいく状態で、認可

変更という、ちょっと専門用語になって申

し訳ないんですが、大阪府に対して、国に

対して認可変更により面積を変える、水の

量を変えるというような認可変更という

作業をしています。拡大していくときには

認可変更できるんですが、縮小する認可変

更は国で認められてなくて、摂津市の場合、

ここの公式で言うと分母の１日配水能力、

分子の１日平均配水量は自然として決ま

ってくるんですけども、配水能力というの

は５万７，４００立方メートルとなってい

ます。ここの分について大きく持ってるも

ので下げられない、ここの分については施

設利用率４８％の最大稼働率５５％が平

均という、ここ数字だけの話で言うと修正

していきたかったという経緯もございま

す。茨木市とか吹田市みたいに９０％、本

来の配水能力、ダウンサイジングのことを

含めて、可能かと思うんですけども、ただ

ダウンサイジングと施設の設備の大小と

いうよりも考え方、面積的な能力で出して

ると。１日の配水能力を持つかというのは、

ポンプ圧とか、その辺でダウンサイジング

は可能かと思うんですけども、その辺でち

ょっと数字的に大きな面積拡大がない限
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り、ここの率が改善していかない。ただ、

今の規模でいくと５０％程度は妥当な線

かなという理解をしているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 村上委員。 

○村上英明委員 ご答弁、補足も含めてあ

りがとうございます。 

 ２番目の有収率の件でございます。漏水

ということで、これは老朽化の対策の関係

もやっぱり出てくるというふうに思いま

すからね、その辺はまたしっかりと改善策

を立てていただきながら、日々の点検とい

うか対応をまたしっかりと取り組んでい

っていただきたいなということで、これは

要望としておきます。 

 先ほどの３番目の施設の利用率という

ことで、部長からもご答弁もございました。

確かに摂津市は面積が限られているとい

う面がありますが、この施設の利用率とい

うものは高めていくべきなんだろうなと

いうふうに思いますので、その辺また検討

していっていただきたいなということで、

改めての要望としておきます。 

 ４番目の配水量の件でございます。自己

水というのもエリアが限られていて、あと

はもう安威川以南の地域などは全部大阪

広域水道企業団水でいってるという部分

もございますので、その辺は大阪広域水道

企業団水の単価が下がってきてるという

こともありますし、また先ほどちょっとご

答弁もありましたように、長期的な使用を

考えてということでありますので、その辺

のバランスをどう取っていくかというの

が長期的な課題でございます。ただ水とい

うのは生活に欠かせない部分でもありま

すので、安定的な形で、また経営も考えな

ければいけません。しっかりと経営戦略を

立てながら、自己水の割合をどうしていく

か、また大阪広域水道企業団からの水量を

どうしていくか、また経営面からの考えも

含めて検討していっていただきたいなと

いうことは要望としておきます。 

 ４番目の職員の技術継承の件でござい

ます。やはり、これはほんまに日々研修と

いうこともあるでしょうけども、目に見え

る施設であればまだいいんですけども、水

道管は土の中に埋まってる部分というこ

とで、どうしても経験なり特別な技術とい

うのは必要な部分でもあるというふうに

思うんですね。先ほど漏水もそうでござい

ますが、やはりどれだけの量の漏水があっ

て、それがどの辺りで漏水をしてるかと、

位置関係を調べるというのも一定の技術

というのが必要なのかなというふうに思

います。 

 ちょっと水と空気の差というのはある

と思うんですけどもね、私も前職のときに、

通信関係に行ってましたから、その中で、

地下に入れてるケーブルっていうのは乾

燥した空気を圧送して送ってるんですね。

圧送してる空気と端末の圧を見ていくん

ですけども、その中で差が出てきたときに、

どっかで空気が漏れているんだろうなと、

漏れてる量と端末の圧、その辺を見て、目

測を立てながら修繕もやってきたという

ことがありました。そういう技術的なもの

も含めてやっぱりしっかりと取り組んで

いくというところが、特に土の中に埋まっ

てる設備を管理していく上では必要なこ

とだと思うので、その辺をしっかりと技術

継承に取り組んでいっていただきたいな

ということは要望としておきます。 

 ８番目の水道料金の件でございます。ち

ょっともう１点だけお尋ねしたいんです

けども、水道料金の滞納状況ですね、その
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辺をちょっと、件数というか金額というか、

その辺が分かればちょっと、令和２年度の

分としてお尋ねしたいなというふうに思

います。 

 ９番目の減価償却の件でございます。や

はり、法定耐用年数を超えてくると老朽化

というのはどうしても出てくる部分もあ

りますので、その辺しっかりと、更新も含

めた中で取り組んでいっていただきたい

なというふうに思います。また、新設の管

路というのは、令和２年度では１００メー

トルも行かなかったのかなというふうに

思いますが、そういう意味ではこれから、

だんだん法定年数を超える部分がふえて

きますから、減価償却費というのは減って

くるんだろうなというふうに思うので、そ

の辺の減価償却費はどうしてもキャッシ

ュ・フロー的な部分も影響ありますから、

老朽化対策も、また経営的なお金の見方の

ところもありますから、しっかりと管理に

取り組んでいっていただきたいなという

ことで、要望としておきます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 滞納件数なんですけど

も、今データが手元にございません。 

○弘豊委員長 末永部長。 

○末永上下水道部長 滞納の分でござい

ますが、まずもって滞納の分につきまして

は、新型コロナウイルス感染症拡大の当初、

国のほうから、水道料金の滞納者に対する

機械的な停止は避ける内容の通知がござ

いました。新型コロナウイルス感染症もそ

の後も続いている状態で、今も滞納の部分

につきましてはある程度お話を聞きなが

ら、新型コロナウイルス感染症で生活が困

窮した方に対しては、何とかお話をする中

で滞納を止めてる部分もございます。 

 この間、１年間というか、一昨年３月か

ら昨年１月にかけて納付相談が個人で１

４１件、滞納は１０２名の方で１１４万円

相当ありました。これに対する、新型コロ

ナウイルス感染症対策として、滞納者への

給水停止を停止するお話をいただいてお

ります。 

 それに併せまして、法人でも１２件、１

５７万円、上水道合計で１５３件、約２７

２万円ほどの滞納の回避という形でさせ

ていただいてます。 

 その他の物件に対しても、一つ一つに対

しても、水道料金の対応に対してはご相談

に乗りながら、分割納付も含めてご相談さ

せていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 村上委員。 

○村上英明委員 水道料金の徴収という

面については、やっぱり水を使っているの

であればお金を払ってくださいねという

姿勢を示していくというのも一つなんだ

ろうなというふうに思います。その一方で、

さっきの生活困窮とかね、新型コロナウイ

ルス感染症対策関係とかでということも

ございますので、その辺は状況をしっかり

と、相談していただける方は本当ありがた

いと逆に思いますから、滞納状況もしっか

りと当人と相談しながら取り組んでいっ

ていただきたいなということで、要望とし

ておいて、私の質問は終わりたいなという

ふうに思います。 

○弘豊委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 それでは、質問をさせて

いただきます。大きく４点だけですかね。 

 村上委員からもあったところなんです

けど、以前にも聞いたことがあるんですけ

ど、水道料金の催促の電話の件数が何件あ

ったのか。それは例年に比べて多かったの
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かどうか、コロナ禍の影響ですね、併せて

お答えいただけたらなと思います。 

 続いて令和２年度の決算書ですね、２４

ページ、建設改良事業の中で配水整備事業

において、口径７５ミリメートルから５０

０ミリメートルの配水管敷設工事を実施

して、老朽管の更新に合わせて耐震化を図

りましたというふうに書いてありますけ

ども、令和２年度の決算において、老朽管

の更新にかけた金額とその内容について

教えていただければなと。 

 あと、また水道管の現在の総延長は何 

メートルで、そのうちの老朽管の更新計画

の延長はどれくらいなのか、また令和２年

度の時点での老朽管の更新率は何％なの

かも併せて教えてください。 

 続きまして、そのすぐ下、経営状況につ

いてです。これはただ単なる疑問なんです

が、一般会計から５，３５５万６，９１５

円を繰り入れしてるんですけども、減額対

象となった給水収益が約７，３００万円と

あるんですが、金額が合わないように思い

ますが、これはどういう理屈なのかちょっ

と教えていただきたいです。 

 最後４点目、３２ページ、企業債の概況

です。令和２年度の末で残高が約３９億８，

０００万円となってます。借り入れのほう

がかなり多い金額で、ずっとずっと続いて

いるんですけども、この状況を踏まえて水

道の料金を上げるって話は、老朽管の更新

等も踏まえていくと、なかなかしんどい状

況じゃないのかなと思うんですけど、その

辺りについてちょっと考え方というか、教

えていただけたらなと思います。 

 以上４点です。 

○弘豊委員長 では、答弁を求めます。 

 千葉課長。 

○千葉料金課長 それでは、料金課に関わ

ります最初の質問にお答えさせてもらい

ます。 

 催促の件数ということなんですけども、

催告のことでよろしいですか。 

○弘豊委員長 三好俊範議員。 

○三好俊範委員 はい。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 催告につきましては、調

停の４か月後に発生いたしまして、令和２

年度につきましては７４６件でございま

す。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 三好俊範議員。 

○三好俊範委員 すみません、例年に比べ

て多いか少ないかは。 

○弘豊委員長 千葉課長。 

○千葉料金課長 令和元年度につきまし

ては７２４件、現在令和３年度につきまし

ては、６月までで３８０件ということで、

令和２年度、令和元年度ということで特に

差異はございません。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 それでは、樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、三好委員の

二つ目の質問、工事請負について、工事の

整備についての状況についてご説明させ

ていただきます。 

 まず、管路整備につきましては、令和２

年度では６億７，３４９万１，０００円の

決算になっております。これが工事にかけ

た費用となっております。 

 それの内容なんですけれども、昨年につ

きましては新設で４６メートル、更新で３，

３７９メートルの実績となっております。

基幹管路につきましてはそのうち２２２

メートルをやっておりまして、耐震化率が

１．１６％の上昇で３２．３８％と。全体

につきましては１．４３％上昇の１１％に
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なっております。 

 それで、現状のなんですけども、経年管

の今の状況はということのお問いなんで

すけれども、現在のところなんですが、経

年管４０年を超えた分ですけども、これは

全体の中で９万８，８１６メートルとなっ

ております。ただ、これにつきましては毎

年毎年経年管がふえる状況にありますの

で、今の時点ということだけで、この数字

がまた上がっていくことは十分あります

ので、ご了解いただきたいと思います。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、減免に

かかる減収額と一般会計からの繰入金の

額の相違についてご説明申し上げます。 

 この金額の差については、ほぼほぼ大阪

広域水道企業団水の受水費の減免にかか

る金額となっております。この新型コロナ

ウイルス感染症に係る減免を実施する際

に、大阪広域水道企業団のほうも減免をし

ていただいておりました。その分について

は、一般会計の負担から除いて負担をして

いただいたという形になっております。 

 次に、企業債についてでございます。水

道事業に関しましては企業債残高、委員も

ご指摘のとおり前年からふえております。

やはり、下水よりも水道につきましては、

事業開始が早かったということもありま

して、更新の時期が早くなってきておりま

す。 

 今後、先ほど委員もおっしゃっていただ

いてましたように、老朽化に対応する、こ

れについては本当に必要なことでござい

ますので、しっかりとやっていきたいと思

っております。ただ、無制限に企業債に頼

るということもできませんので、その辺り

は経営戦略でも、事業規模の３００％まで

を目標にして今後の見通しを立てていっ

てる状況でございます。そういったことで、

企業債についてもある程度の上限を定め

ながら、今後の見通しを立てて経営をして

いきたいと考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。 

 電話の件数に関しては、おおむね横ばい

というような形だと思います。コロナ禍だ

からといって、そこまでふえていないのか

なという印象を受けました。ただ、これは

要望なんですけどね、常々私も言わせても

らってました電子マネー、クレジットカー

ドでの収納の件です。もう５年目になりま

すけど、クレジットカードの利用手数料が

高いっていうのは理解してるんですけど

も、他市のように受益者負担という形で、

手数料を徴収しているところもあります

んで、そうなってくると例えばコロナ禍に

おいても、別に銀行に振り込みに行かなく

てもいいですし、コンビニも行かなくても

いいですし、電子マネーも同じような形な

んですけど、そういう選択肢もふやしても

らえるような制度というか、早急にやって

いただきたいなと。手数料の分は受益者が

ね、払えればいい話ですから。 

 あと、これも今後の話になってしまうん

ですが、電子マネーの決済もいろんな種類

がありますんで、それもふやす努力をちょ

っとしていていただきたいなと。これも要

望だけで終わっておきます。 

 続きまして、建設改良事業に関してです

けど、１点目の老朽管の更新計画の延長は

３，３７９メートルされたということです。

令和２年度の時点で更新率は１１％とい

うことですけども、水道管の耐用年数はお

おむねおっしゃってたように４０年なん

ですけども、その４０年も考慮してという
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ことの延長になるのかなと。単純に４０年

前にやってきてきた水道管を順次更新し

ていくと思うんですけど、これについては

１年１年またふえていくわけですよね。そ

れゆえにいたちごっこというか、更新して

いってもなかなか追い付かんわけですよ

ね、今１１％でしたら。その辺の考え方、

更新計画の考え方をちょっと教えていた

だきたいなと思います。 

 経営状況についての金額は理解しまし

た。この差し引きの分が大阪広域水道企業

団水の減免金額という認識でよろしいん

ですかね。理解しました。 

 企業債の考え方、今年も純利益っていう

ような形で出てますけど、はっきり言って、

ひも解いていくと大赤字のようにも見え

ます。なかなかしんどい事業計画だと思う

んですけど、２回目の質問の分で合わせて

またそれも答えてもらえると思うんで、そ

こはもう結構です。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、増大する経

年管に対する整備の状況の考え方につい

て、ご説明させていただきます。 

 経年管は一応４０年という形にはなっ

ておるんですけれども、特に本市の場合で

すけれども、４０年で更新をまず必ずやっ

ていくのは、基幹管路になっております。

それ以外の管路につきましては、経年、４

０年でありますけれども、５０年、６０年

もたせることが能力的にはいけると思っ

ておりますので、考え方につきましては、

経年管４０年という形にはなっとるんで

すけれども、実際の利用に関しましては、

それ以上でも十分使えるという判断は取

っております。 

 では、どのようにして整備箇所を考えて

いくかということになりますけども、これ

やはり地域によって管の壊れやすさがあ

ります。特に修繕、漏水が多いところとか、

やっぱり寿命についてもその地域によっ

て差がありますので、やはりこれも修繕履

歴や、あるいは先ほど話をさせていただい

たとおり、管径の大きなところ、影響の大

きなところ、ここをやっぱり優先的に古い

ところから順次整備をしていこうという

形で考えさせていただいております。 

○弘豊委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 ストックマネジメント

計画という話だと思うんですけど、その計

画に関して必要な年数と全部終わる年数、

管路の老朽管、ストックマネジメント一個

一個やっていくというのは理解できるん

ですけど、それも最後終わりあるわけで、

そこにかかる年数と予想される費用につ

いてもちょっと教えていただきたいんで

すけど。 

○弘豊委員長 末永部長。 

○末永上下水道部長 三好委員のご質問

にお答えします。 

 以前から水道ビジョン、上下水道ビジョ

ン、それと経営戦略という形で計画をさせ

ていただいてます。まだ先ほどうちの参事

のほうから説明ございました４０年のお

話もございますのですが、全国的に４０年、

老朽管路４０年で毎回更新をしていくと

いう、４０年ごとに回っていくというよう

な部分が、どうしてもこの水道事業の経営

的な分で言いますと、歳入、水道料金で４

０年ごとに水道管を市内全域を変えてい

くというのは、かなり難しいと、摂津市だ

けの話ではないんですが、ただ先ほど４０

年以上使える管というふうな部分で言い

ますと、何回も例にして申し訳ないんです

が、この前の和歌山市の事故もございまし
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た、ああいう幹となるというか、大きな管

路につきましては、やっぱり重要度、優先

度はかなり高い管路でございます。例えば

皆さんお住まいの住宅の前の水道管で、い

わゆる１００ミリとか、そこでもし事故が

起きて、被害、断水という形になるのが５

０人としますと、今うちのほうでやらせて

もらってる管路事故で１万人、２万人の被

害、大きな管路、ここにつきましても先日

の本会議でもお話しさせていただいたん

ですけど、本市の場合ですとかなり老朽度

が高くなっております。そこの分につきま

しては、優先度、重要度、ただ老朽化率を

改善するため、耐震化率を改善するためで

したら簡単だったと思うんですけども、何

を目標にするか市民の生活を守るかとい

うところの判断の中では、コストの高い基

幹管路を今重点的に行っているのが費用

も大きくなってきてるところです。それを

アセットマネジメント、経営戦略の中でも、

２年ほど前に作った経営戦略の中で約３

００億円、４０年だけを考えると約３００

億円の管路、施設を変えていかないといけ

ない、その中で重要度、優先度を考慮しな

がら約１２２億円。その中でも水道料金と

いうか、経営面とのバランスを取りながら、

令和１０年までには９０億円の資金を投

入して、施設更新を進めてまいりたいと考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 最後にもう１点だけ聞

かせていただきたいんです。 

 約３００億円かかるというのを約１２

２億円で抑えるという話でしたが、１０月

１日の読売新聞で大阪市の記事が出てま

した。来年４月を目標に、水道管交換事業

を民間委託していくという計画が頓挫し

たという話です。全部読むと長くなるんで

すけども、結果的に事業者がどこも現れな

かったということです。大阪市は市内が５，

１００キロ、４０年で老朽管が５１％ある

と。政令市の中ではワーストだと。交換作

業が全然追い付かなくて、事故が毎年毎年

１００件以上発生してるそうです。民間企

業に委託して更新を迅速にやっていこう

という計画で、そこで大体、事業費を３，

７５０億円で想定していましたけど、どこ

も引き受け先がいなかったということで

すよね。こんなことが、もうすぐ隣の市で

起こってしまったわけで、そういうのを踏

まえて、うちの市では果たして今の計画が

実行できるのかどうか、工事全部を市が行

うのではなく、業者ありきの話になります

から、何か考え方があるのであればちょっ

と最後にお聞きしたいと思います。 

○弘豊委員長 では、末永部長。 

○末永上下水道部長 三好委員からのご

質問にお答えします。 

 大阪市の問題でございますが、水道事業

に携わる事業体、どこの市もなかなかと技

術継承が難しくなってきてるというよう

な状態で、全国的に見ますと大阪府という

のは老朽管率が高くなって、特に大阪市は

本市よりも少し高いぐらいの位置で民間

活力の活用という形ですか、長い年数を契

約してというふうな話で成立しなかった

と、こういう手法も、聞くところでいろん

な地域でやられてるんですけども、大阪市

が一番に手を挙げられてできなかったと

いう状態でございます。特に大阪市は距離

が長く、費用もかかるので大変だと思いま

すけど、いろんな方法、設計と、ビルドア

ンドメンテナンスとかいうふうな、作る、

ビルド、それとメンテナンスをセットにし

て発注したりとか、いろんな方法をやられ
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てる市もございます。本市のほうも、いろ

いろな民間活力を活用した事業運営を進

めていくところを考えて、いかなければな

らないです。いろいろと方法はあるんです

が、現在のところ、工事につきましても土

木業者、特に大きな工事が水道事業のほう、

発注させていただいている中で言います

と、委員おっしゃる方法論としましては、

通常でございましたら４月から発注しま

して、契約が大体７月、大きな工事でござ

いますので、そういうふうなところで下半

期工事集中になるのを防ぐために、毎年委

員も知っておられるかと思いますけども、

１２月議会で債務負担行為を取らせても

らいます。早期発注をしながら、私ども職

員の勤務状況、平準化も含めまして、土木

業者は業務の、４月、５月というのはどう

しても、３月で工事が終わりますので、４

月、５月が空いてくる状態の中でも水道工

事を何本かを業務の平準化をする方法は

今取らせていただいているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 この老朽管の工事とい

うのは本当に喫緊の課題で、計画的にやっ

てるところ、やろうとしているところでも

頓挫しているところが多々出てきてる中

で、どうしても和歌山市のこの前の崩落の

事故もありましたし、場合によっては老朽

管によって市民の生活に支障をきたすこ

とがあります。だから、これはどうしても

やらないといけない話なので、その計画を

ちょっと慎重に、そして完全に実行できる

ような案を早急に作っていってもらって、

財政的な問題も大いにあるんですが、しっ

かりとやっていっていただきたいなと思

って、意見としておきます。 

 質問は以上です。ありがとうございまし

た。 

○弘豊委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５８分 休憩） 

（午後 １時    再開） 

○弘豊委員長 それでは、委員会を再開い

たします。 

 午前中に引き続き、質疑を行います。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 質問をさせていただ

きます前に、先月起こりました和歌山市で

の水道管の破損の事故に際しましては、今

お聞きすると１３人の方が、当地に向かわ

れたということでございます。本当にお疲

れさまでございました。 

 それでは、質問させていただきたいと思

います。 

 午前中の答弁をお聞かせいただきまし

て、理解できたところがあるんですけれど

も、まず、有収率のことにつきまして、私

からもお聞かせをいただきたいと思って

おります。 

 以前から、この有収率につきましては、 

私もいろいろと質問させていただいてま

いりました。村上委員が午前中に質問され

ておられまして、そこで樫本部参事が答弁

されておられまして、そのときから９３％、

９４％あたりを目標にやっていくという

お話でありました。 

 その中で、やっぱり漏水調査が非常に重

要なんだよというお話を以前からされて

きたわけですよね。 

 その取り組みの一つとして、ブロック化

をしていきながら、どこで漏水が起こって

いるのかということについて、見当をつけ

ていきながら、調査を進めていくという方

向が、以前から示されていたと思います。 

 そのブロック化について、今どのように
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取り組んでおられるのか、まずはお聞かせ

をいただきたいなと思います。 

 それから、管路の耐震化のお話でござい

まして、本市の場合は、まず施設を優先的

に更新されてこられました。それと併せて、

基幹管路の耐震化をしていくんだという

方向が示されてこられまして、私もその方

向性には賛同してきたところでございま

す。 

 その中で、摂津市独自で１０年計画を作

られて、いわゆる耐震化の適合率、そこに

目標数値を決めてきましたよね。４６％と

いう目標数値を見たときに、令和２年度の

事務事業を終えられて、どのように評価さ

れておられるのか、改めてお聞かせいただ

きたいなと思います。 

 ３点目に、これも村上委員がおっしゃっ

ておられましたけれども、自己水と大阪広

域水道企業団水との割合の問題です。私は、

以前から少し自己水を抑えながら、大阪広

域水道企業団水の割合を高めていくとい

うことは、このいわゆる井戸の延命化等を

考えたときには、大切な視点なんだろうと

いうふうに思ってました。どうも午前中の

お話を聞いていると、私が申し上げたいの

は、いわゆる井戸のくみ上げの能力といっ

たものはしっかりと維持をしながらバラ

ンスをとっていくという取り組みが大事

なんかなと。それができるという状況を担

保できることが、いざというときに役立つ

のかなと考えているんです。 

 令和２年度の実績値が出てきてますん

で、改めてその点お聞かせいただけますで

しょうか。 

 以上で、１回目お願いいたします。 

○弘豊委員長 それでは、樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 では、嶋野委員の

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、有収率につきましてですけども、

ブロック化についてということでの問い

だったと思うんですけども、送水所、浄水

場を入れて、うち４か所施設がございます

けれども、きちっとはっきりとブロック化

されていますのは、千里丘送水所の１か所

だけでございます。あとの３か所につきま

しては、一応混在をしているというような

状況にはなっております。 

 嶋野委員のほうも、かねてからこのご意

見も承っておる中で、我々も、ブロック化

について、水道施設課で、一定の検討は進

めております。 

 具体的に言いますと、太中浄水場の区域

をブロック化をしていきたいかなと思っ

ております。 

 ただ、何分初めてのことでもございます

ので、かなり周到な準備をしていって、い

ろいろな方々にご説明をしようと考えて

おり、初めてですので、どれぐらいの影響

あるかというのも見極めにくいところが

ございます。 

 今の我々としては、作業に係る準備とそ

れからブロック化する範囲は一定の範囲

までは決められてはおるんですけど、もう

少し時間を頂いて、詳細を詰めていかない

といけない。 

 そういうような状況になっておりまし

て、嶋野委員のおっしゃられるブロック化

については、その方向で作業等は進めてま

いりたいかなと、このように、今思って、

進めている最中でございます。 

 次に、管路耐震化の考えということで、

基幹管路についてということですが、これ

は令和１０年度には、基幹管路の耐震化を

４６％に上げるということで進めており

ます。 

 令和２年度では、基幹管路の耐震化率は



- 24 - 

 

３２．３４％になっております。ここにつ

きましては、１０年間の経営戦略がござい

ますので、当然整備費もこの１０年間で総

額も定められております。その中で、我々

としましては、４６％をクリアするような

計１０年間の計画は持っております。 

 実績としましては、昨年度末で０．４％

ほど当初の予定よりは高いと。僅かではご

ざいますけれども、一応当初の計画どおり

に進めることができていると、そのように

認識しております。 

 次に、自己水と大阪広域水道企業団水の

割合についてのお問いでございます。 

 私の説明がちょっと足りず、なかなかち

ょっと難しいところがあって、思いがなか

なかうまいこと表現できないとこは申し

訳ないんですけど、自己水を長期的に維持

しながら、ある一定の量を長期的に継続的

にくみ上げるという考え方は間違えござ

いません。 

 その中で、やはり年々くみ上げ能力自身

が落ちてきているのも事実です。その能力

が落ちてきているんですけれども、その能

力の落ち具合をできるだけ減らそうとす

る努力もしております。これが、今、先ほ

ど話しさせていただいたとおり、井戸の清

掃など、そういうのを予算を投入して、能

力が落ちるのをできるだけ小さくしよう

という努力をしております。 

 その中で、目いっぱいの能力分だけ井戸

水をくみ上げるということをしていない

という形になっております。ただ、昨年に

つきましては、従来、７対３であったもの

が、０．７５対０．２５と割合が落ちたこ

とにつきましては、確かに井戸のほうでの

問題もありました。 

 あともう一つは、配水量がふえたという

両方の観点があります。ですので、我々も

当初から井戸水をくみ上げるときには、大

体昨年の送水量からやや落ちる程度の配

水量を見込んで、井戸水をくみ上げている

んですけども、結果的には、配水量が少し

多くなったという部分もありましたので、

少しちょっと差が大きく出てしまったの

かなと。ただ、考え方としては、大体、昨

年で１日当たりにすると約７，０００立方

メートルを吸い上げているんですけども、

この程度か、若干もうちょっと下げる程度、

認可が６，８００立方メートルというもの

が出ておるんですけども、このあたりを、

継続的に出していきたいと、そういうよう

な思いでは考えております。 

 繰り返しますけど、配水量がふえますと、

自己水の比率は下がってはしまうんです

けども、出す量にしては、大体一定で、そ

れぐらいは出していきたいかなと。そのた

めに、井戸のメンテナンスもやっていくと

いうような考えでやっております。 

○弘豊委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 まず、ブロック化のこ

となんですけれども、これ恐らく令和２年

度あたりから検討されてきた取り組みだ

ろうと思いますので、これからいろいろ準

備もされるし、その範囲が本当にこれでい

いのかということの適応性についても、検

討されていかれるということなので、その

点については理解をしているつもりです。 

 ちょっとこれ最後のところと関連して

くるんですけど、私はやっぱり、太中浄水

場の井戸水をくみ上げる能力というのを

維持をしながら、でも先ほどおっしゃって

いただいたように、実際はやっぱりその能

力を目いっぱい使うんじゃなくて、ちょっ

とセーブをしながら使っていくと。例えば、

大阪北部地震がありました。幸い摂津市は、

いわゆる水の供給がとどまるということ
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がありませんでしたので、市民生活の混乱

は、まだ最小限にとどめられたのかなと、

考えておりますけれども、しかし実際、茨

木市、あるいは高槻市では、管路の破損が

あって、特に高槻市なんかは、いわゆる大

阪広域水道企業団の管路で大きな破損が

ありましたよね。断水せずにはおれなかっ

たというようなことがあったわけですよ

ね。その際、自己水をしっかりと持ってい

るということは、非常に大きなメリットな

んだろうと思うんです。 

 ということを考えると、やっぱり摂津市

は自己水を持っているわけですから、これ

がやっぱりいざというときに生きてくる

んだろうなと思うんです。 

 ただ、そのときに、じゃあ実際にくみ上

げる能力が低ければ、それはやっぱり市民

生活が本当にしっかりと安定的に支えら

れるのか。そのような観点から考えると、

不安視もされるとこなので、やっぱりしっ

かりと、能力は上げていきながら、井戸の

水の状況もしっかりと、そこは確認をして

いきながら、いざというときには支えてい

けるような能力をしっかりと、これからも

積み上げていただきたいなと思うんです。 

 そこで、ちょっと、先ほどの１番目と３

番目の質問と関連してくるんですけれど

も、太中浄水場の水を供給している地区を

ちょっとずつでも狭めていくというとこ

ろが、現実的な話なのかなと私は思ってい

るんですけれども、現在で、お考えの方向

性がもしあれば、ちょっとお聞かせいただ

きたいなというように思いますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 あと、ごめんなさい、管路の耐震化の話

なんですけれども、これも、長年多くの議

員から指摘がされてきたところでござい

ますし、摂津市の場合は、いわゆる電気系

統なんかについても、しっかりと更新もさ

れてこられましたし、中央送水所について

も、更新もされておられて、一定施設につ

いては、もうこれで終了していくのかなと

思っているんで、今後まずは、基幹管路の

耐震化に、ぜひ全力を挙げて取り組んでい

ただきたいなと、この点については、要望

として申し上げておきたいと思います。 

１点だけ、お願いいたします。 

○弘豊委員長 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 嶋野委員の２回

目のご質問にお答えさせていただきます。 

 後者の太中水系のブロック化のほうに

ついての方向性なんですけども、現状は、

北側はＪＲから、南側の範囲は時期とか時

間によって、ちょっとばらばらになってい

るというところがございます。 

 ブロック化によりきちっと閉じられた

範囲にしたいと考えておりまして、少なく

とも、範囲は狭めて、今の実配水量に見合

った範囲を決めましてやっていきたいと

思っています。 

 あくまでもまだきちっと決められたわ

けではないのですけれども、目安としては

ですけども、十三高槻線のとこら辺を南の

範囲にと一応水道施設課の中で、検討はで

きたところになっております。 

○弘豊委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 私は、この有収率に非

常に重きを置いています。それは、やっぱ

り市民の方から頂いた水道料金で、安定的

に水道水を提供するというのは、これはま

さに水道水そのものが資産だと思ってい

ますし、やっぱりその取り組みは、市民生

活を支える根本だろうと思っているので、

その一つの指標として、有収率について質

問させていただいているんです。 

 水道の管路と下水道の管路と、その違い
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というのは、下水道の場合は、内部にカメ

ラを入れて、中を確認することはできます

よね。しかし、水道の場合は、水が流れて

いますので、そういったことはできない。

となると、実際に漏水が起きているところ

を正確に確認して、早期に取り組んでいく

ということしかないのかなと思っている

んです。 

 その際に、なぜ千里丘は、比較的漏水の

箇所がまだ確認できやすいかといったら、

それはやっぱりしっかりとブロック化さ

れているというか、確認をされているかで

すよね。 

 そういう方向で、やっぱり当たっていた

だきながら、より細かく漏水の箇所を確認

ができて、早期に対応できるというところ

が、やっぱり大事なんだろうなと思ってま

すので、これは、ここでいうのは簡単なこ

とで、実際に現場に出て、漏水箇所を見つ

けにいくのは、非常に難しいことだろうと

は思っておりますけれども、ぜひその方向

性で、もっと皆さんの中で、思いを強くし

ていただいて、臨んでいただきたいなと思

っているところでございます。そこのブロ

ック化のことにつきましては、また、令和

２年度から検討が始まったことだろうと

思っていますので、引き続き、しっかりと

した方向性を定めていただきたいなと、要

望として申し上げておきまして、質問を終

わらせていただきます。 

○弘豊委員長 ほかに質疑はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 認定第２号については、以

上で質疑を終わります。 

 次に、認定第３号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 末永上下水道部長 

○末永上下水道部長 認定第３号、令和２

年度摂津市下水道事業会計決算認定の件

につきまして、決算書に基づき、目を追っ

て主なものについて、補足説明をさせてい

ただきます。 

 決算書の７０ページをお開きください。 

 令和２年度摂津市下水道事業報告書、１．

概況で、令和２年度の年間汚水処理水量は

１，６３０万２，３３７立方メートルで、

前年度と比べ４１万６，４１５立方メート

ルの増加となっております。 

 また、年間有収水量は１，１２９万１，

３４６立方メートルで、前年度に比べ１９

万７５８立方メートルの増加となってお

ります。 

 次に、使用量単価と汚水処理原価につき

ましては、７１ページの表１、使用量単価・

汚水処理原価に記載しておりますように、

使用量単価は１５４円７４銭で、前年度に

比べ、０．８％１円３１銭減少しておりま

す。これは、主に事業所からの使用料収入

が減少したことによるものでございます。 

 また、汚水処理原価は１５３円２７銭、

前年度に比べ７．１％、１１円６５銭減少

しております。これは、修繕費及び支払利

息の減少によるものでございます。汚水処

理原価のうち資本費が９２円８２銭と資

本費の占める割合が高くなっております。

経費回収率は１００．９６％となり、令和

２年度においては、汚水処理費を下水道使

用料で回収できている状態となっており

ます。 

 次に、８２ページをお開きください。 

 １．収益費用明細書について、ご説明申

し上げます。 

 まず収益でございますが、款１下水道事

業収益、項１営業収益、目１下水道使用料

は１７億４，７２１万３８７円で、前年度

に比べ０．９％、１，５００万２，３６０
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円増加しております。これは主に、大口需

要家における使用料収入の増加によるも

のでございます。 

 目２他会計負担金は８億４，３１９万１，

９２５円で、前年度に比べ０．５％、３９

０万１９７４円減少しております。これは

一般会計の負担となる雨水処理に係る負

担金の減少によるものでございます。 

 目３受託事業収益は９０９万２，９７８

円で、前年度に比べ３．４％、３１万７，

９２１円減少しております。これは、受託

事業費における雑排水管調査業務委託料

の減少によるものでございます。 

 目４その他営業収益は９８万３，３００

円で、前年度に比べ３１．４％、２３万５，

０００円増加しております。これは登録手

数料の増加によるものでございます。 

 項２営業外収益、目１他会計負担金は３，

７７３万１，６５４円で、前年度に比べ５

１．９％、４，０６５万９，７１６円減少

しております。これは、一般会計の負担と

なる企業債利息などに係る負担金の減少

によるものでございます。 

 目２長期前受金戻入は８億８，４３８万

９，１５３円で、前年度に比べ０．２％、

１７１万３，９５０円増加しております。 

 目３建物物件収益は１，５３０万４，１

５４円で、前年度に比べ２．９％、４３万

３，１２９円増加しております。これは一

般会計部局が市役所新館４階のフロアの

一部を使用するに当たっての負担金の増

加によるものでございます。 

 目４雑収益は１，３１５万５，８８１円

で、前年度に比べ６６．２％、２，５７２

万７５２円減少しております。これは主に、

過年度の安威川流域下水道負担金の精算

返戻金の減少によるものでございます。 

 次に費用でございますが、８２ページか

ら８３ページにかけまして、款１下水道事

業費用、項１営業費用、目１管渠費は１億

３９６万４６２５円で、前年度に比べ３１．

７％、４，８２７万３，１７０円減少して

おります。これは主に、下水道管渠内調査

委託などの委託料の減少によるものでご

ざいます。 

 目２受託事業費は９０９万２，９７８円

で、前年度に比べ３．４％、３１万７，９

２１円減少しております。これは雑排水管

調査業務委託料の減少によるものでござ

います。 

 目３普及促進費は２５万７，２７０円で、

前年度に比べ２１．３％、４万５，１５０

円増加しております。これは、受益者負担

金前納報奨金の減少によるものでござい

ます。 

 目４業務費は３，９９７万１円で、前年

度に比べ１９．０％、６３７万２，７５５

円増加しております。これは、水道事業へ

の下水道使用料徴収事務委託料の増加に

よるものでございます。 

 ８３ページから８４ページにかけまし

て、目５総係費は５，８８８万２，７３２

円で、前年度に比べ０．４％、２４万７，

５８４円増加しております。目６流域下水

道管理費は６億３，７３２万８，２６６円

で、前年度に比べ３．９％、２，４０８万

５，７００円増加しております。これは、

安威川流域下水道維持管理負担金の増加

によるものでございます。 

 目７減価償却費は２０億９，０２０万３，

１０９円で、前年度に比べ０．２％、３６

０万６，９９１円増加しております。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は、４億２６８万７，２１４円

で、前年度に比べ２０．３％、１億２３３

万７，５１０円減少しております。これは、



- 28 - 

 

企業債残高の減少に伴う支払利息の減少

によるものでございます。 

 目３雑支出は１，４２９万１，５７２円

で、前年度に比べ２７．９％、３１１万７，

８１８円増加しております。 

 続きまして、８５ページ、２．資本的収

入・支出明細書についてご説明申し上げま

す。 

 款１資本的収入、項１目１企業債は２１

億７，３００万円で、前年度に比べ３．０％、

６，２４０万円増加しております。これは

主に、公共下水道事業債の増加によるもの

でございます。 

 項２負担金等、目１公債費負担金は２５

７万３，４８９円で、前年度に比べ６７．

６％、５３７万５，８１１円減少しており

ます。これは吹田市からの負担金の減少に

よるものでございます。 

 目２受益者負担金は４４１万９，５７０

円で、前年度に比べ９６．４％、２１６万

９，０８０円の増加しております。これは

主に、供用開始に伴う受益者負担金賦課面

積の増加によるものでございます。 

 目３工事負担金は１億１，３８０万６，

１１５円で、前年度に比べ１３．２％、１，

３２２万４，６３３円増加しております。

これは、三箇牧鳥飼雨水幹線建設に伴う高

槻市からの負担金の増加によるものでご

ざいます。 

 項３目１国庫補助金は４億６００万円

で、前年度に比べ４．９％、１，９００万

円増加しております。 

 項４目１他会計負担金は５億４，２２５

万３，７５６円で、前年度に比べ１６．６％、

７，７１１万２，９９６円増加しておりま

す。これは主に、一般会計が負担すべき元

金償還金の雨水分に係る負担金の増加に

よるものでございます。 

 項５目１他会計補助金は４億９９８万

５，８３２円で、前年度に比べ１５．６％、

６，７２７万４，６８０円増加しておりま

す。これは主に、元金償還金の汚水分に係

る一般会計からの補助金の増加によるも

のでございます。 

 項６目１長期貸付金償還金は９万２９

６５円で、前年度に比べ６７．９％、１９

万６，４３５円減少しております。これは、

水洗便所改造資金貸付において、貸付残高

の減少に伴う返還収入の減少によるもの

でございます。 

 次に支出でございますが、８５ページか

ら８６ページにかけて、款１資本的支出、

項１建設改良費、目１公共下水道整備費は

１０億２，４４２万９，４１１円で、前年

度に比べ２５．０％、２億５１１万８９１

円増加しております。これは主に、東別府

雨水幹線建設負担金の増加によるもので

ございます。 

 目２流域下水道整備費は４，６３７万６，

０３７円で、前年度に比べ５９．８％、６，

９０６万２，２４０円減少しております。

これは、安威川流域下水道建設負担金の減

少によるものでございます。 

 項２目１企業債償還金は３８億７，５０

２万１，０６３円で、前年度に比べ１．５％、

５，５６３万７，７７７円増加しておりま

す。これは資本費平準化債の借換えに伴う

一括償還の増加によるものでございます。 

 以上、認定第３号、令和２年度摂津市下

水道事業会計決算内容の補足説明とさせ

ていただきます。 

○弘豊委員長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

 出口委員。 

○出口こうじ委員 では、３点お伺いした

いと思います。 
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 まず、決算概要の１９８ページ、下水道

事業課の水洗化促進事業についてです。 

 これは、水洗化普及のための資金の助成

ということなんですけども、促進という名

前がついた事業なので、何か促進活動なり

キャンペーンなりをしているのかをお聞

かせください。 

 ２０４ページの下水道事業課のＯＡ機

器管理事業とあるんですけど、１６万３，

０００円の予算で、右の備考欄にパソコン

１２台、レーザープリンター３台とありま

すが、これ１６万３，０００円でパソコン

１２台、レーザープリンター３台も買える

のかと思いました。インクとか消耗品です

かね。確認のためにお聞きします。 

 あともう１点は、集金についてなんです

けども、上下水道事業年報の１８４ページ、

不納欠損金について、三好委員も質問され

てたんですけど、下水道事業はまた別なの

かと思って、質問させていただきます。 

 不納欠損金額が、平成２８年度２００万

円ぐらいあったのが、令和２年度が約４３

万９，０００円となっております。これに

はどんな取り組みをされて、そしてこれか

らどんな取り組みをして、料金徴収を進め

ていかれるのかお聞かせください。 

 以上です。 

○弘豊委員長 では、答弁をお願いします。 

 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 出口委員の水洗

化促進事業について、お答えします。 

 予算に記載がございますように、水洗便

所改造助成金については、くみ取りとか浄

化槽の世帯が、水洗化する折に、助成金、

１件当たり５，０００円を支出させてもら

っています。 

 二つ目の前納報奨金につきましては、受

益者負担金に関わるもので、下水道の整備

をしたときに、その沿線の土地の使用者の

ほうに、１回限りなんですが、受益者負担

金というものを頂戴しております。賦課す

る年度の９月の末までに前納された場合

については、５％の前納報奨金を出させて

いただいています。 

 それから、ＯＡ機器管理事業でございま

す。これにつきましては、プリンターのコ

ピー用紙とかトナー、そういったものの購

入費用に充てさせてもらっております。 

不納欠損について、３番目の質問でござ

いますけれども、これについては、水道の

料金と違い、下水道使用料は公法上の債権

でございます。５年の時効が到来しました

ら、不納欠損されます。１８４ページの不

納欠損費の表にもございますように、転居

先不明であったり、会社倒産等、それから

本人死亡で督促、催告をしましても、相手

とお話しできない状況に至ったので、不納

欠損させてもらっております。ご理解いた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 出口委員。 

○出口こうじ委員 １番目の質問は、また

ちょっと後ほどさせてもらいまして、２番

目の質問のＯＡ機器管理事業については

理解しました。 

 そして、三つ目の不納欠損金も、なかな

か回収も大変なことだと思ったりもする

んですけど、不納欠損金としては金額が減

ってきているので、ありがとうございます。 

 １番目の質問で、もう一度お聞かせ願い

たいんですけども、この水洗化を進めるに

当たって、この上下水道事業年報の１７０

ページなんですけども、水洗便所設置済人

口が、令和２年度は８万２，６３９名、水

洗化率が９６．０２％ということで、ただ

単純に水洗便所設置人口の８万２，６３９
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人を処理区域内人口８万６，０６７人で割

った数字が約９６％いうことなんですけ

ども、じゃあ、差でいうと、８万６，０６

７人から水洗便所設置済人口８万２，６３

９人を引くと、３，４２８人になります。 

 統計要覧を見たら、摂津市の１世帯当た

りの人員が２．０６人です。単純に水洗化

されていない人口を割ると、約１，６６４

世帯という数字が出たんですけど、摂津市

の統計要覧の１６９ページで、し尿処理状

況というのが、令和２年度、３６０人、２

０７世帯となっています。これちょっとど

ういう計算になっているのか教えてくだ

さい。２回目の質問は以上です。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 統計要覧が今手

元にございません。申し訳ございません。 

 環境政策課から出されているものだと

思います。それについては、実際の世帯数

から割り出してあると思います。 

 我々もそれに近い算定の方法としてお

りますが、各地区ごとの張り付いている人

口、それから、実際に家が建ってあるその

数に基づいて、人口普及率も、水洗率も出

させていただいており、少し算定に違いが

あるかも分かりません。算定の方法ついて

は、今後確認したいというふうに思います。 

 ただ、先ほど来おっしゃっている水洗化

率と人口普及率との開きの部分について

は、実際に下水道の整備が終わっている区

域の中で、まだ水洗化を行っていただいて

いない世帯でございます。 

 助成金報奨金、それから貸付金制度を広

く未水洗化世帯に広げるために、啓発活動

もやっております。今後も粘り強く、活動

を続けていきたいと思っています。 

○弘豊委員長 出口委員。 

○出口こうじ委員 ありがとうございま

す。統計要覧の、し尿処理世帯数が２０７

世帯、処理人口が３６０名ということで、

決算概要の衛生費なので下水道事業では

ありませんが、１０８ページなんですけど

も、環境政策課のし尿収集事業の予算額が

１億６３２万７，０００円であります。こ

れと横のつながりができているのか私は

まだ理解できてないんですけども、これ仮

に２０７世帯で、この事業費を使っている

んであれば、１件当たり年間約５０万円か

かっているということになるんで、水洗化

は、もう本当に進めたほうがいいというの

は、本当に理解はできます。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 先ほど出口委員

がおっしゃっていた１０８ページの環境

政策課のし尿収集運搬委託料があります

が、これについては、恐らくくみ取り世帯

を対象としておるものなのかというふう

に思っております。 

 繰り返しで申し訳ございませんが、今後

も浄化槽とそれからくみ取り世帯につい

ては、啓発を両課で一緒に活動してますの

で数字の整合を取ってまいりたいと思っ

てます。 

○弘豊委員長 出口委員。 

○出口こうじ委員 ありがとうございま

す。下水道事業課と環境政策課で連携を取

れてもっとやっていけたら、もちろんこの

し尿収集事業の予算も減るでしょうし、そ

ういう横の連携も取っていただいて、水洗

化を進めていただきたいということで、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、西谷委員。 

○西谷知美委員 上下水道事業年報の１

６６ページで、資金不足比率というのが、

微増してきています。資金不足を事業規模
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である下水道使用料収入の規模と比較し

て、経営状態の悪化度合いを示すものとい

うことですが、これがちょっとずつ微増し

ていることについて、ご回答いただきたい

です。 

 ２点目が、１７０ページの経費回収率が、

こっちは数字的によくなっていってるん

ですかね。これについても、どのような対

応をされてきたかというのを教えていた

だきたいです。 

 あと、マンホール蓋って下水道事業の担

当になるんですか。ちょっと前にマンホー

ル蓋のデザインを撮影して投稿するのが

はやったんですけど、そういうのを何かシ

ティプロモーションに活用できたら、何か

収益化できないかなとか、人気が出たら、

キャラクターのキーホルダーとかにして

売るとか、ちょっと本来の事業とは違うか

もしれないんですけれども、そういうのも

ちょっと考えてみるのもいいかなと、マン

ホール蓋というのでちょっと考えてみた

んで、そのあたり多角的に考えることにつ

いてお聞きします。 

以上、３点です。 

○弘豊委員長 では、谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、まず、

質問１点目の資金不足比率について、お答

えいたします。 

 資金不足比率につきましては、委員から

もおっしゃっていただきましたように、資

金不足を事業規模である下水道使用料収

入の規模と比較して、経営状態の悪化度合

いを示すものとなっております。 

 この指標につきましては、一応マイナス

という形で数値が大きくなってきている

状況です。このマイナスがついているとい

うことは、負債よりも資産のほうが多いと。

経営の状況としては悪化しているという

よりも、この指標だけを見ると、よくなっ

てきているという状況になっております

ので、そういうご理解をいただけたらなと

思います。 

 それから、２点目の経費回収率について、

ご答弁申し上げます。 

 経費回収率につきましても、委員がおっ

しゃいましたように、今年度プラスになっ

ております。これまで経費回収率がなかな

か１００％にならない状況で、通常事業と

して、いろいろと経営努力は必要であると

いう状況だったのですけれども、令和２年

度については、初めて１００％を超えてい

る状況でございます。 

 これにつきましては、使用料収入が上が

ったということもございますけれども、や

はり一番大きな要因といたしましては、企

業債の利息が減ってきたというところが、

大きな要因となっております。 

 今後、企業債の利息、高利のものの残高

が減ってきておりますので、今後もこうい

った形で、企業債の利息については、減っ

ていく傾向にございますけれども、下水道

使用料が、大企業に依存しているような状

況もございます。そういったところも踏ま

えながら、推移については、注視していき

たいと考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 では、竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 西谷委員のご質

問にご答弁をいたします。 

 デザインマンホール蓋について、自主財

源の確保とのことだと思います。確か枚方

市が、駅前広場に、何枚か設置して、企業

の広告という形で、広告収入を得られてお

ります。我々もそういう知恵を働かさない

といけないなと思っているところです。 

 一方で、もう大阪府内でもいろいろな自
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治体がやっているんですが、市のＰＲを兼

ねたマンホールの蓋についても、今後進め

ていきたいなと思っています。 

○弘豊委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 ありがとうござした。資

金不足率が、マイナスになって、逆にいい

具合になっているというので、ちょっと数

学のマイナスとマイナス掛けたらプラス

になるのを思い出しました。よく分かりま

した。ありがとうございます。 

 ２番目の件に関して、経費回収率で、大

企業が大口顧客にいるようなことが回答

としてあったんですけど、その大企業とい

うのはちなみにどちらなんでしょうか。 

 マンホール蓋の件なんですけれども、こ

れまたちょっと別件になるんですが、選挙

期間中に、ＪＲ岸辺駅で毎日会う鉄道マニ

アの男性がいまして、鉄道人気はやはり根

強いと思いました。摂津市内には阪急電鉄

正雀車庫もありますし、新幹線公園という

のもあります。やっぱり鉄道のまちという

ことをもうちょっと摂津市自体が、推して

いったらいいのかなと思っています。企業

とのコラボレーションがあったら、お互い

にとって、絶対にプラスになると思うので、

そのあたりも模索いただけたらなと思い

ます。これは、要望になります。 

 ２点目だけご回答お願いいたします。 

○弘豊委員長 では、谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、下水道

使用料のご質問について、お答えさせてい

ただきます。 

 下水道使用料につきましては、先ほど申

し上げたように、大企業の動向により、増

減が出てきておる状況でございます。個別

の企業名については、ちょっと差し控えさ

せていただけたらと思うんですけれども、

大企業４社で使用料収入の３６％を占め

ているというような状況になっておりま

す。 

 以上です。 

○弘豊委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 なぜ企業名を聞いたか

というと、今の阪急摂津市駅のところに

元々はダイヘンという工場があって、今の

南千里丘のまちより、やっぱり工場のほう

が多く水を使っていますよね。というとこ

ろで、同時に企業が離れていかないための

努力をこちらもしなければならないのか

というところもあるので、大企業に依存し

ているのだったら、そういうことも念頭に

置いていただいて、ちょっと運営していか

ないといけないのかなということは感じ

ました。 

 以上です。 

○弘豊委員長 では、続けて質疑のほうを

進めていきたいと思います。 

 村上委員。 

○村上英明委員 これは下水道事業とい

うことで、何点か質問をさせていただきた

いというように思います。 

 まず１点目は、決算書にありますけど、

人口普及率についてであります。 

 これは、令和２年度は、まず前年度に比

べれば、０．０８％ぐらいですか、という

ことで、約７０人分ぐらい高まってきてい

るような状況でもございます。 

 そんな中で、令和２年度分の高まった分

をどう認識しておられるのか、そういうこ

とで、ちょっと１回目お尋ねをさせていた

だきたいなというふうに思っています。 

 ２番目なんですけども、先ほどもちょっ

と水洗化率のことで、ご質問がありました。

令和２年度では、前年度よりも０．１５％

水洗化率が伸びてきたということであり

ます。そのような中で、この令和２年度の
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中で、浄化槽とか、くみ取りから水洗化に

なったものがあるのであれば、その件数も

含めて、お尋ねをしたいなというふうに思

います。 

 ３番目でございます。不明水のことであ

ります。これは、令和２年度分は前年度か

ら比べれば、約２２万立方メートルほどふ

えてきていますが、この要因について、ど

う認識されておられるのかということで、

お尋ねをしたいなというふうに思います。 

 それから４番目、確認も含めてなんです

けども、決算書の９０ページのところで、

企業債明細書というのが記載をされてお

ります。元金償還については、もうほぼほ

ぼ当初予算どおりで約３９億円で、その内

訳等々を見ていると、平成の初め頃に発行

した利息の高い分の償還が結構含まれて

いるのかなというふうに思うんですが、そ

の辺の償還の考え方について、ちょっとお

尋ねをしたいなというふうに思います。 

 ５番目なんですけども、決算書の８８ペ

ージのところで、固定資産明細書というの

が掲載されております。お尋ねしたいのは、

遊休資産とか、稼働休止をしている資産と

かいうものがあるのかどうか、ちょっとお

尋ねをさせていただきたいなというふう

に思っています。 

 ６番目なんですけども、下水道事業の経

営状況というのは、水道事業に比べたらち

ょっと厳しい面があるのかなというふう

に思っていまして、その中で、資本的収支

については、一般会計からの繰り入れもあ

って、何とかやりくりしていると思うんで

すけども、その辺の法定外繰入をしている

ということについて、どう捉えておられる

のかということで、ちょっと１回目お尋ね

したいなというふうに思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 では、竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 村上委員のまず

１点目の人口普及率が少し高まっている、

これの内容についてのことだと思います。 

 これについては、今、我々汚水整備に力

を入れているところといえば、鳥飼八町区

域でございます。その整備率が一定上がっ

たものというふうに考えております。 

 それから、２点目の水洗便所の改造の内

容です。くみ取り式浄化槽の内訳のお問い

だったんですが、二つの内訳については、

集計しておりません。年報の１７９ページ

に新築と改造の記載区別がございます。そ

ちらのほうに、過去の経緯も全て含めて挙

げています。これを見ますと、改造が減少

していっているような状況に見えますが、

まだまだ未水洗化の世帯がございますの

で、啓発活動をして頑張っていきたいと思

っております。 

 それから、不明水の件でございます。 

有収率が、下水道については、水道と比較

して低いというご指摘も過去から頂戴し

ておりました。 

 令和２年度でいきますと、６９．２６％

で、その前の年度は６９．８８％と大体横

ばいになっているんです。本市の下水道に

ついては、委員もご承知だと思うんですが、

安威川の以北というのが、一部を除いてで

すけども、ほぼ合流地域、安威川以南が分

流地域でございます。合流地域につきまし

ては、雨天時に計画の汚水量の３倍の水を

流すという計画になってあります。それ以

上のものについては、河川へ放流というこ

とで、雨天時になりますと、実際の汚水量

よりは多いものが、中央水みらいセンター

のほうへ送られていく。その分が、一定の

不明水の一つの要因と思っております。 

 ですので、この差が全てとは言いません
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が、主な要因ということでございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、私のほ

うからは、まず質問項目４番目の企業債の

償還の考え方について、お答えいたします。 

 企業債につきましては、借り入れの際、

大阪府知事の同意を得ることとなってお

ります。 

 この同意の項目の中で、企業債の償還期

間も含めて、同意をいただいております。 

 以前は、償還期間３０年もしくは２８年

という形になっておったんですけれども、

最近は、減価償却期間に合わせた償還期間

とすることという基準が国のほうから示

されておりまして、現在は４０年の償還期

間で借り入れを行っている状況でござい

ます。 

 それから、次の５番目の固定資産のうち、

遊休資産、そういったものがあるのかとい

うお問いですけれども、下水道につきまし

ては、土地等はございますけれども、今の

ところ、遊休資産というふうに区分できる

ような資産はないと認識いたしておりま

す。 

 それから、６番目の経営状況に関してで

すけれども、基準外の繰入金について、委

員からもおっしゃっていただいています

ように、令和２年度につきましても、５億

円弱のいわゆる基準外繰入を行っており

ます。 

 これにつきましては、平成の初期に下水

道整備を急激に進めた結果、現在もですけ

れども、企業債の償還が、経営を圧迫して

いるという状況がございます。そのため、

その当時、市の施策として、下水道の整備

を一気に進めたということを勘案いただ

きまして、一般会計から基準外の繰り入れ

をしていただいている状況でございます。 

 公営企業としては、当然独立採算が基本

になっておりますので、なるべくそういっ

た一般会計からの基準外の繰入金につい

ては、なくしていく方向では頑張っていき

たいと考えておりますけれども、いかんせ

ん、企業債の償還というのが、任意にでき

るものでもないということがございます

ので、少しずつ基準外の繰入金については、

減少する方向で経営をしていきたいと考

えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 村上委員。 

○村上英明委員 １番目の人口普及率の

件につきましては、高めていくというのも

本当に必要なことなんだろうなというふ

うに思っています。これもちょっと調べた

ところでいきますと、摂津市は大阪府内４

３市町村の中、１４番目ぐらいに位置して

おりまして、１００％というのは１市だけ

はあるんですけども、９９．９％とか９９．

８％とか、それがずっと並んでて、摂津市

は１４番目ということだったと思います。

この人口普及率というのをしっかりと高

めていくということは、行政としての一つ

の魅力という面にも関係してくると思う

ので、しっかりとこれは進めていっていた

だきたいなということで、要望としてこの

質問を終わります。 

 ２番目の水洗化率の問題です。摂津市の

９６．０２％という水洗化率の数字は、こ

れは大阪府の平均でもそんなに乖離はな

いというような状況で、ほぼ平均的なとこ

ろなのかなというふうに思うんですが、や

はりこの水洗化率というのは設置の箇所

数とかじゃなくて、人口比でいきますから、

下水道に接続しているところに人口がふ

えてくれば、水洗化率は必然的に数字とし
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ては上がってくるというようなことにな

ってきてます。そんな中で、何回かちょっ

と私からも質問なり要望なりをさせてい

ただいておりましたこの助成金の件です

ね、一件５，０００円という部分です。こ

れはもう何年どころか何十年も金額が変

わってないと思うので、社会の状況とかも

含めて、やっぱりちょっと考えていくとい

うところが、この浄化槽やくみ取りから水

洗に切り替えていくという一つの要因に

つながっていくように思うんです。 

 私の自宅の付近にも浄化槽の家が何軒

かやっぱりありますけども、もう現実的に

行けばご高齢の方のところが結構多くて、

水洗化するには何十万円もお金がかかっ

てくるけれど、そこまでお金をかけるよう

な余裕もないということもあります。今後、

家を売るときにも水洗化されているかど

うかで、評価がやっぱり大分違うと思うの

で、そういう面では水洗に切り替えていく

ということは必要だと思います。そういう

意味も含めてこの助成金の５，０００円と

いうのは、ほんまにちょっと考えていった

ほうがいいのかなというふうに私は思っ

てますので、より水洗化率を高めていくよ

うな施策の一つになっていけばなという

ふうに思っていますので、これは要望とし

ておきます。 

 不明水の件でございます。 

 先ほど合流式のところと分流式のお話

をされておられました。摂津市内全体でい

けば６６％ほどが分流式ということで現

在やっておられますので、そういう意味で

はこの合流式というのは雨の影響は結構

受ける部分でもあると思いますし、今この

気象状況を考えても、やっぱり分流式をや

っぱり進めていくべきなんだろうなとい

うふうに思いますので、これからしっかり

とこの分流式の促進といったことも含め

て取り組んでいっていただきたいなとい

うふうに思いますが、ただ、お金が結構か

かりますし、要は複数の配管になってます

から、その辺の道路の占用状態とかいうこ

ともありますけども、進めていっていただ

きたいなということで、要望としておきた

いと思います。 

 ４番目の企業債明細の件でございます。 

水道事業でもそうなんですけども、この下

水道事業においても、老朽管がだんだんと

ふえてくるというような状況かなという

ふうには思います。ただ、この下水道事業

の経営状況を考えると、償還よりも発行額

をふやすというのは、ちょっとしんどくな

ってくるのかなというふうに思うんです

けども、その一方で、老朽管の更新もやら

なければいけない判断をするときの償還

と発行額について考え方をお持ちであれ

ば、ご答弁お願いをしたいなというふうに

思います。 

 ５番目の固定資産の関係、これは分かり

ました。ありがとうございます。 

 ６番目の資本的収支の件でございます

けども、この平成の初期には本当に摂津市

内でも大雨のときなんかには道路冠水が

結構発生してきました。それが今ほとんど

なくなってきたというのは、この下水道を

含め普及をしてきたというのが本当に大

きなこと、一つの決断だったんだろうなと

いうふうに私は思うんですよね。市民とし

てもありがたいなというふうに思います。

ただ、今となっては金額面では経営状況を

結構圧迫している部分にもなっていると

思いますが、それはそれで本当に市民の生

活を守るという面では、よかったんだろう

なと、私はそういう判断でおります。単独

の企業会計なので、これから収支をしっか
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りと見ていくというのは必要ではあるか

と思いますので、設備更新の分は結構負担

になってきますから、そういうのはしっか

りと経営状況を見ながら取り組んでいっ

ていただきたいなということで、これは要

望としておきます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 答弁を求めます。 

 谷内田課長。 

○谷内田経営企画課長 それでは、企業債

の償還と発行額についての考え方につい

てお答えいたします。 

 水道事業に関しましては、老朽化への対

応、水道事業に比べてですけれども、本格

化してくるのがもう少し先なのかなとも

考えております。 

 一方で、先ほども申し上げたように、企

業債の償還がまだまだ令和１０年度でも

１５億円以上あるような状況であると見

通しを立てております。 

 その中で、まだ償還のほうがかなり多額

になっているということもございます。老

朽化への対応ももう少し先ということも

考えますと、やはりまだ当面は償還額以内

の発行というのを堅持していって、企業債

残高の減少を図っていきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、三好俊範委員。 

○三好俊範委員 決算書７０ページの令

和２年度の摂津市下水道事業報告書の建

築改良事業の内容です。 

 雨水の管路の整備で三箇牧鳥飼雨水幹

線建設工事が令和２年度で完成して、また

東別府雨水幹線も今年完成するというこ

とで、雨水幹線の整備がどんどん進んでい

ってるんですけども、安威川以南の分流地

域において、現状の公共下水道の雨水排水

の計画区域は何ヘクタールで、雨水管の整

備計画延長は何メートルで、令和２年度の

整備延長が何メートルで、雨水排水計画区

域での整備率が現状何％なのか、ちょっと

教えていただきたいです。 

 またもう１点、降雨強度について、これ

は個別で例えば分流と合流の分で出てた

りするのか、ちょっと教えていただきたい

です。 

 続きまして、事務報告書の２８３ページ、

水道事業の業務概要の人口計画概要の計

画給水人口が９万３，０００人、給水人口

が８万６，７４１人、これ水道のほうはそ

うなってるんですけど、同じく下水道のほ

うで２８８ページ、計画人口がこっちは７

万９，１００人、行政区域内の人口が８万

６，７４１人とあるんですけど、水道事業

の計画人口が９万３，０００人と。下水道

事業のほうでは７万９，１００人と。１万

３，９００人について、この理由について

ちょっと教えていただけたらなと思いま

す。 

 下水道の使用料金は水道の使用料で算

定されてると思います。水道事業も下水道

事業も計画人口によって排水管の計画や

予算を決められてると思うんですけど、計

画人口がなぜこんなに違うのかというこ

とを教えていただきたいです。 

 以上、一回目です。 

○弘豊委員長 それでは、竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 三好委員のまず

安威川以南の雨水幹線の整備の状況につ

いてご答弁申し上げます。 

 安威川以南での計画面積ですね、そちら

のほうも含めてこれ記載がちょうど年報

で１２３ページからですが、全体計画から

算出したものでございますと、安威川以南

は分流なので３８．６％でございます。 
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 事業認可、実際に下水道を整備するため

には事業認可計画を立てないといけない

んですが、その面積が全体計画面積よりも

内側にありますので、７３４．１ヘクター

ルというのが安威川以南の下水道の事業

認可計画区域の面積でございます。それか

ら算定しますと、３４．２％となっており

ます。 

 その整備の内容については、令和２年度

末では、分流の雨水が４８．５７メートル

です。これは開発の関係で整備されたもの

をカウントさせてもらっております。 

 ちなみに、令和２年度に竣工しておりま

す三箇牧鳥飼雨水幹線についてはカウン

トしておりません。 

 なぜなら、この下水道というのは、幹が

あって枝があるんですけれども、幹の部分

だけでは整備にはカウントはしないんで

す。これからまた上流のほうを整備してい

く中で、その面積カウントはしていきます。

ちなみに東別府雨水幹線も同様の取り扱

いとなっております。理解しにくいかもし

れませんが、そういうやり方で進めており

ます。 

 それから、これ降雨強度ですが１時間に

４８．４ミリというのを降雨強度として、

下水道計画というのは定めております。簡

単に言うと時間５０ミリということにな

るんですけれども、安威川以南と安威川以

北というのは、基本、流域下水道でござい

ますので、安威川以南の雨水全て摂津ポン

プ場のほうへ流入しています。 

 また、合流地域では、味舌ポンプ場が正

雀四丁目にあるんですが、先ほど汚水量の

３倍のお話をさせてもらいましたが、それ

以上の雨は合流地域については、安威川の

ほうへ放流されます。分流については、摂

津ポンプ場から安威川に強制排出される

というふうな仕組みになってございます。 

 それから、事務報告書の計画人口の違い

のほうにちょっと移らせていただきたい

んですが、全体計画人口というのは、実際

の行政区域内人口と隔たりのご指摘だっ

たと思うんですが、計画人口というのは、

大阪府が流域別下水道総合計画を計画立

てています。大阪府が定めておる人口に沿

うような形で計画人口を定めております。

過去では確か１０万５，０００人という数

字だったと思うんですが、年々人口減少し

てきておりますので、このような数字にな

ったというのは、現状は約８万６，０００

人ですが、計画人口として７万９，１００

人になっております。 

○弘豊委員長 西川次長。 

○西川上下水道部次長 今の答弁の補足

をさせていただきますと、水道のほうの計

画人口、それから最大給水人口につきまし

ては、昭和５６年に水道の計画が立てられ

ておりまして、そのときの人口、計画を用

いているということで、下水道との差異が

出ているということでございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 まず、安威川以南で分流

の配水区域での雨水計画が４７６．１ヘク

タールで、雨水管の整備計画延長が、ごめ

んなさい、これ何と言いましたか。もう一

度お聞きします。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 事業年報にも記

載がございますように、令和２年度の分流

雨水については、全体で４８．５７メート

ルでございます。 

 よろしくお願いします。 

○弘豊委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 雨水排水計画区域での
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整備ですが、３４．２％ということですけ

ど、安威川以北でもいわゆる合流のところ

では、雨水も汚水も安威川に流す仕組みで、

整備もほぼ１００％されてると。 

 そこで安威川以南での分流区域での令

和２年度時点での雨水管整備による下水

道法第９条に基づく供用開始工事区域の

計画区域は何％なのかというのは分かり

ますか。 

 次に、計画雨量の件で、時間雨量４８．

４ミリに耐えられるということなんです

けど、排水が違うというのは、僕も理解し

てます。２か所あるというのは理解してる

んですが、合流と分流で排水は別々なのは

分かるんですが、通っている管が違うわけ

ですよね。合計が４８．４ミリなのは分か

るんですけど、合流の部分は一式流すから、

ある程度管が太かったはずなんですね。分

流のほうは、管が細かったと思うんですけ

ど、果たしてそれで差異が全くないのかど

うか、もう一回詳しく教えていただきたい

です。 

 次の、人口の違いというのは、水道のほ

うは昭和５６年にされたということなん

ですけど、下水道はいつされたんですかね。

というのをちょっと教えてください。 

 人口が減っているというような言い方

をされていましたけど、摂津市はしばらく

人口は減ってないと思うんですけど、その

辺も踏まえてもう一度教えてください。 

 ２回目は以上です。 

○弘豊委員長 では、竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 計画雨量の件で

ございます。 

 これの合流と分流の管径が違う、その流

れ方も違うんじゃないかというご質問で

あったと思いますが、基本的には一緒です。

管径が一律していますのは汚水管です。大

体２０センチメートルの管、これを汚水管

という形で整備を進めております。 

 実際に雨水につきまして、鳥飼地域の区

画整理は既に整備されておる状況でござ

います。 

 別府二丁目、三丁目のあたりは、別府雨

水幹線の整備が終わっておりますので、そ

ちらのほうの整備は既に浸水対策が終わ

っております。基本的には下流へ向かって

雨水の場合については管が太くなると、そ

ういう計画としております。 

 人口の件でございますが、平成の３０年

に大阪湾流域別下水道総合計画の整合に

伴うということで、全体計画人口の見直し

を行っております。それが９万１，４００

人から７万９，１００人というふうな形で

変更しております。 

 先ほどのご指摘の何で摂津市の計画は

人口をふやす計画になってるんだという

お問いだったと思いますが、この当時は人

口がふえていくというような予測は立て

てなかったんではないかと思います。大阪

府全体で計画を持っており、そのうちの摂

津市の割り当ての人口が示されたものを、

摂津市の下水道事業認可という形で記載

させてもらってます。 

 もちろん大阪府は一方的に、我々に対し

てこの人口だということを示しているわ

けではなくして、当時は理解した上で、事

業認可変更をかけております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 西川次長。 

○西川上下水道部次長 少し計画人口に

ついて補足させていただきますと、摂津市

の下水道計画の上位にですね、下水道計画

がございまして、そこで処理場の処理する

量を人口によって決めております。摂津市

だけじゃなくて近隣市も含めて、大阪府の
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ほうでは将来人口減少を見越して、まだ処

理場のほうは整備途中でございますので、

将来の人口を見越した処理場の大きさを

決めていくということで、計画人口を見直

すという作業を平成３０年度に行ってお

ります。 

 それに合わせて摂津市も将来減少人口

を見越して、こういう計画人口を立ててい

ます。 

○弘豊委員長 三好委員、１点目の質問が

分かりにくかったので、もう一度お願いし

ます。 

 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 はい。１点目の質問をも

う一回お聞きします。 

 さっき質問させてもらった下水道法第

９条に基づき、供用開始工事も現状はほぼ

１００％やと思うんですけど、そこでさっ

きも言ったんですけど、供用開始工事区域

の計画区域のパーセンテージを教えてく

ださい。 

汚水の管路が２０センチメートルとい

うのは分かったんですけど、合流の雨水の

管路は何センチメートルなのか。あと、分

流のほうの雨水管は何センチメートルな

のか教えてください。 

 人口の部分なんですが、何で下水道だけ

が計画変更されてるのかが、ちょっと理解

できなくて、水道も下水道も別個のもので

はあるんですけど、実際問題８万６，００

０人を超える運用をされてるわけで、それ

が人口減少を基に考えていくという話な

んであれば、水道のほうもそれに合わせて

平成３０年度のときに変更をかけられな

かったものなのか。これちょっと水道の話

になっちゃいますけど、ちょっとその辺が

なぜ分けてしまってるのかがよく分から

ないというのがあります。 

 また話が戻りますけど、雨水と汚水の分

流の分で、何が言いたいかというと、合流

の分は恐らくやり方としては古いやり方

ですけど、一気に流して管が太いわけです

から、ある程度耐えられる部分があるんじ

ゃないかなと。 

 安威川以南の分流のほうに関しては、管

が細くて整備もまだ進んでいないので、僕

はその耐えられる時間雨量が違うんじゃ

ないかなと思ってるんですけど、そこは果

たして本当に違わないのか、そこを明確に

ちょっと教えていただきたいです。 

○弘豊委員長 では、竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 繰り返しになっ

て申し訳ございません。 

 合流の管径と分流の管径の大きさのお

話でありましたが、排水エリアの一番流末

の管渠というのが、管径としては一番大き

くなっていきます。 

 幹線でいうと、３メートルほどの管渠と

いうのが、実際に分流式の例えば大阪高槻

線のほうにも敷設をしております。 

 合流でいきますと、分流ほどエリアは大

きくはないんですが、合流は２メートルと

か１．８メートルの管径幹線を敷設してい

ます。 

 ですので、全ては雨水の流用計算に基づ

き、最初から４８．４ミリの計画で下水道

計画は定めて計画しています。基本的には

合流も分流も下水道施設について特に雨

の降り方は関係ございません。同じ手法で

整備をさせてもらっております。ご理解の

ほうよろしくお願いします。 

 あと下水道法第９条に基づく供用開始

工事の件でございます。本市の供用開始に

つきましては、昭和の４９年に普通の第１

排水区と鶴野地区、区画整理で下水道整備

をしておりまして、供用開始をしておりま
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す。 

 それから、鳥飼八町地域の共用も順次進

めておるというところでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 樫本部参事。 

○樫本上下水道部参事 水道のほうの給

水人口の分と乖離の分の補足分というこ

とで話はさせていただきたいと思います。 

 先ほど西川次長のほうが話させていた

だいたとおり、下水道のほうについての人

口の考え方は、処理が全部流域という形で

一定の固まりの中で、その上の処理施設の

割り振りで人口を考えているんですけれ

ども、水道のほうにつきましては単独で事

業をやっております。昭和５７年に第４次

の拡張事業を行っとるんですけれども、こ

のときの考え方のままでずっと続けてお

る。 

 先ほど部長のほうも答弁がございまし

た。人口が減るとか、減らす方法について

の認可というのは水道のほうにつきまし

ては、強制ではないですので、このままの

状態になっています。下水道はその都度、

大阪府のほうからの要請で変わってる部

分と、我々の水道につきましてはそういう

制約を受けてませんので、人口をそのまま

置いたままになっており、そこで人数の乖

離があるようになっております。 

○弘豊委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 もう１点、令和２年度末

で雨水管整備による下水道のさっきの言

ってた下水道法第９条に基づく供用開始

区域は、計画区域の何％なのかという質問

なんで、そこをちょっと数値を教えていた

だきたいんですけど。 

 もう１点最終確認ですけど、安威川以南

と安威川以北で合流と分流の違いはある

が、耐えられる降雨強度は全く同一だとい

う認識でよろしいんですか。同じ雨が降っ

ても、安威川以南だけが先にマンホールか

ら水が出てくるであるとか、そういうこと

は一切ないという認識でいいのか、そこだ

け最終確認お願いします。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 令和２年度の供

用開始は、令和２年度の雨水の整備率のみ

の指標を使わせていただいております。 

 議員の皆さんにご理解いただけるよう

な指標がないか研究してまいりたいとい

うふうに思っております。 

 よろしくお願いします。 

○弘豊委員長 暫時休憩します。 

（午後２時３５分 休憩） 

（午後２時３８分 再開） 

○弘豊委員長 再開いたします。 

 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 先ほど下水道法

第９条の供用開始につきましては、昨年度

の９月に汚水の供用開始を整備させてい

ただいてはおります。 

 委員がお聞きになられている内容につ

いては、人口普及率とそれか雨水人口普及

率の比較をされたいという趣旨だったと

思います。 

 ただ、雨水の整備指標の出し方について

は、今後、調査・研究し、他市の状況も確

認しながら調べてまいりたいなというこ

とで考えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 西川次長。 

○西川上下水道部次長 雨水の計画につ

いて、ご説明させていただきます。 

 安威川以南と安威川以北の降雨強度に

つきましては、計画上は４８．４ミリとい

うことで、同じでございます。 

 ただ、現在の整備率は安威川以北につい
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てはほぼ概成しておりますが、安威川以南

については三十数％ということになって

おりますので、現状でその降雨強度がある

かどうかといいますと、現状は整備されて

おりませんということでございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 全部計画どおりに行け

ばその降雨強度になるけれど、現状は安威

川以南に関しては、まだ整備されていない

ので現状は分からないんですけど、それを

またちょっと出してもらいたいですよね。

安威川以南では、現状でどれぐらい耐えら

れるのか。現在は安威川以北は４８．４ミ

リ耐えられるんでしょうね。安威川以南は、

現状では耐えられないんですよね。では、

現状では安威川以南は降雨強度が何ミリ

なのか教えていただきたい。 

○弘豊委員長 では、竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 先ほど次長のほ

うから４８．４ミリが耐えられないという

ご答弁をさせてもらってますが、平成２４

年に大雨で浸水被害が生じており、それを

機に大阪府、それから摂津市もそうなんで

すが、内水のハザードマップのほうを整備

しております。それで行きますと、安威川

以南で最大降雨１１０ミリを降らせたシ

ミュレーションがあるんですけれども、そ

の中で言うと安威川以南のあちこちで浸

水が起こってるというような検証結果に

なってはおりません。 

 各水路を活用しており、その流末に取水

口を安威川以南で約２０か所設けており

ます。最終的には大阪府道高槻線に布設の

流域下水道に暫提的に放流をさせており

ます。それから過去に整備した、浸水対策

として１０か所のポンプ場も鳥飼水路の

ほうへ放流する仕組みになっております。

それらを加味した中では、あくまでもシミ

ュレーションですけれども、大きな被害が

起こるようなシミュレーションにはなっ

ていません。これはホームページで掲載し

ております。 

 時間雨量で言うと、今の鳥飼地域で３

９％の整備したエリア以外のところは、下

水道の計画の考え方でいくと、これは４８．

４ミリは耐えられないというような形で、

下水道の視点で見れば耐えられないんで

すが、先ほど申し上げた暫定的に流域下水

道に放流していたところであったり、補完

的な雨水のポンプ場、そういったところを

加味すると、すぐさま大雨の被害が起こる

ようなそういうシミュレーション結果に

はなっていない。 

 ただ、東別府地区については、一部浸水

が起こるようなシミュレーションにはな

ってありますが、目下そちらのほうは雨水

整備のほうを進めさせてもらってますの

で、もうしばらくすれば解消するかなとい

うふうには考えております。 

 ですので、ただそういう補完的な施設を

ずっと使いながら、そのまま放置しようと

はもちろん考えてはおりません。もちろん

今の水路のいわゆる能力ですね、そういっ

たものも今後東別府地域で進めていくと

同時に、並行的に検証してまいりたいとい

うふうに思っております。今後の計画につ

いては、もっと分かりやすい形でお出しで

きればなと思いますので、その辺のところ

についても、東別府地域をただ進めるだけ

ではなくして、別の鳥飼地域のところも含

めて考えてまいりたいというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 もうちょっと分かりや
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すい指数というのをその都度出してもら

えたらなと思います。要望しておきます。 

 考え方の話なんですけど、最後に現状安

威川以北は１００％、安威川以南は３４．

２％、すごい公平性がないなというのが率

直な意見です。同じ使用料をいただいてる

わけであって、ただただ整備の状況が全然

違うと。それはどういう計画があって、ど

ういうふうに進んできたのか。最初に安威

川以北を合流で一気にやったのは知って

いて、やっぱりそれがいつまでも、何十年

も尾を引いて、何十年も安威川以南の人は

その余分な金額を払ってるということな

んで、ちょっとやっぱり不公平かなと思う

んです。 

 ただ、管路の老朽化の話も先ほどから出

てまして、これからどんどん老朽化が進み

ます。現状では、どんどん企業債というの

は減ってる状況ですけど、恐らく１０年後

からまたどんっと上がってきます。そうい

うところも加味しながらやっていかない

といけない難しさというのは、すごく理解

できるんですが、総論として、部長の考え

方というのを最後教えていただいて終わ

りたいと思います。 

○弘豊委員長 末永部長。 

○末永上下水道部長 三好委員からの今

後のことでございますが、安威川以北にお

きましては、合流式で。安威川以南のほう

については、分流式になります。 

 ただ、次長のほうからも先ほどございま

したが、雨水のほうにつきましては、公共

雨水でございますので、下水道料金という

か、市の税金をもって投資はさせていただ

いているところでございます。 

 安威川以南のほうにつきましては、３４．

２％と低くなってはございますが、ほかの

水路を含めますと、分流式のほうが８７．

５％で、水路を活用しながら雨水排除をし

ているのが現状でございます。 

 ただ、浸水が多い地域については、積極

的にやらせていただく。これからは安威川

以南のほうにも雨水幹線を入れていかな

いといけないということは理解している

んですが、ただ、一般的にその費用自身が、

一般会計からの投入費用になりますので、

その辺も含めながら担当部局と調整しな

がら考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 次に、嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 まず、水洗化率のお話

で、村上委員もおっしゃっておられたと思

います。 

 令和元年度は東別府地域を個別で訪問

していただいて取り組んで来られました。 

 しかし、なかなか難しいというようなお

話もお聞かせいただいてましたけれども、

令和２年度はどういった取り組みをされ

て来られたのか。恐らく個別にお願いして

いくというのは、コロナ禍でまだ難しかっ

たのかなと思ってますけれど、ちょっと改

めてこの際、そこら辺の状況をお聞かせい

ただきたいなというふうに思います。 

 続いて、管路の状況なんです。 

 決算概要を見ておりますと、下水道管渠

内調査委託料で相当な残額が出てるなと

思うんです。まず一回目は、なぜこうった

ことになってるのか、どういったことをさ

れたのか、ちょっとお聞かせいただきたい

なというふうに思います。 

 続いて、令和２年度は三箇牧鳥飼雨水幹

線が完成をした年度ですよね。この取り組

みは非常にいろいろなことがあって、補正

予算も組みながら、当初の計画よりも遅れ

ながらやっと完成をしたということです

よね。当初からこの三箇牧鳥飼雨水幹線の
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工法についてもしっかりとその摂津市の

担当課として、ノウハウを蓄積していくん

やというお話が当初からあったと思いま

す。 

 改めて、令和２年度この事業が完成をし

て、その工法のことも含めて、今どのよう

に総括されておられるのか、ちょっとお聞

かせをいただきたいなと思います。 

 それから令和２年度、特に摂津市内で浸

水被害等があったのか、改めてお聞かせい

ただきたいと思います。 

 以上一回目、お願いいたします。 

○弘豊委員長 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 令和元年度の東

別府地域の啓発活動、それから令和２年度

ではどうだったのかというようなご質問

であったと思います。 

 令和２年度については、鳥飼中地区など

の未水洗化世帯の１０４軒に啓発してお

ります。これは浄化槽の機能が著しく悪い

ところも含めて、環境政策課と一緒になっ

て啓発活動をさせてもらっております。 

 啓発活動による成果を言います。令和元

年度から令和３年度にかけて３６６件、啓

発しておりますが、そのうち排水設備申請

は、２２軒でございます。令和３年度につ

いても、引き続き鳥飼地域で啓発活動を進

めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 それから、管路調査の件でございますが、

著しく減少しているということでござい

ます。これについては、通年ですと大体１

３キロメートル程度を予算計上させても

らっております。 

 令和２年度にストックマネジメント計

画の策定をしまして、この計画が策定され

てからということで、調査については、先

送りをさせてもらってます。 

 道路の陥没等、真っ先に疑われるのが下

水道ですが、それが少なかったので、雑排

水の調査と公共下水調査も合わせて執行

率が低い形になっております。 

 それから、三箇牧鳥飼雨水幹線工事につ

きましては平成２８年度に業者を決定し

まして、その後平成２９年度に実質工事の

着手も進めておったんですけれども、その

中の再調査で、埋設ルート上の地中に鋼矢

板が何本か埋設されているということが

判明しました。 

 当時の設計思想では、矢板は破れないと

いう工法でございまして、これは平成３０

年の第４回定例会で約３億円の増額とい

う形でご承認をいただいたところです。 

 その後、推進のほうはある程度スムーズ

に進んでたんですが、到達手前１０メート

ル付近のところでまたこの正体不明の地

中埋設物に衝突し、相当に時間がかかって

しまいました。一昼夜通しての工事で５セ

ンチメートルの進捗状況しかございませ

んでして、それにすごく手間がかかって、

結局平成３０年度に完成する予定が令和

２年度になりました。そのような経験を積

んだ分、進歩しないといけないということ

で、地中の状況については慌てずに、例え

ば掘って確認する方が良いなら、掘って確

認しようと。例えば、地中の探査ボーリン

グも使ったり、あらゆる手段を講じて、地

中で見えませんから難しいところもある

んですけれども、考えながら進めておると

ころでございます。 

 担当者を中心に技術が上がっておりま

す。ただ、一人の担当者に難しい現場を持

たせるだけではなくて、ジョブローテーシ

ョンをかけながら下水道事業課の技術力

の向上を図ってまいりたいというふうに

考えております。 
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 以上です。 

○弘豊委員長 西川次長。 

○西川上下水道部次長 ご質問の令和２

年度浸水被害についてでございます。 

 昨今全国で集中豪雨が発生しておると

ころでございますが、令和２年度それから

今年においても水害被害等は発生してお

らず、我々出動してます初期防災体制も、

今年は台風等ございましたので、出動して

おりますが、令和２年度は非常に少なかっ

たという状況でございます。 

○弘豊委員長  嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 まず、水洗化率のとこ

ろで、令和２年度については鳥飼地域を１

０４軒も訪問していただいたということ

でございます。その効果もあって、令和元

年度から３年間で２２軒も協力していた

だいたということで、未水洗化のところは

非常に難しいところが多い中で、２２軒と

いうのは、私は大きな成果なんだろうなと

いうふうに思ってます。 

 水洗化率がどんどん上がっていって、１

００％に近づくというのは、当然理想であ

りますけれども、現状は非常に難しいのか

なと。そのご努力いただいているというこ

とは、素直に評価したいなと思ってますし、

もちろん言えることは、その相続であると

かそういったタイミングを捉えながら、や

っぱりお願いをしていくというとこもあ

るんだろうというふうに思ってますので、

ぜひそこら辺タイミングを捉えながら、情

報もしっかりと収集していただきながら

進めていただければなと。これは要望とし

て申し上げておきたいと思います。 

 管渠の調査なんですけれども、内容につ

いては分かりました。 

 ただ、私は水道のときにも申し上げまし

たけれども、水道管の中身はこれはカメラ

で見えないわけですよ。水が流れてるんだ

から。ただ、下水道については、管の中を

調査できるわけですから、確かに令和２年

度はストックマネジメント計画を作った

んだと。そこで労力も割いたからというお

話になるのかもしれませんけれど、しかし

これはやっぱりしっかりやっといていた

だきたいなと。 

 というのは、今後管路が耐用年数を超え

て、更新をしていかなければいけないとい

うときに、全てを変えるわけにはいかない

じゃないですか。そしたら、要は管の中身

をしっかりと調査をして、優先順位をつけ

て、きめの細かい計画を立てていかなけれ

ばならないでしょう。その元になるデータ

といったら、ここから取るしかないわけで

しょう。ということは、この取り組みをや

っぱり令和２年度、残念ながらちょっと進

まなかったということについては、私はや

っぱり好意的に受け止められないところ

でありますし、ぜひ今後そういった調査も

していただきながら、より正確に管渠の中

を把握できるような取り組みを進めてい

ただきたいなというように思います。 

 道路の陥没等がなかったのがよかった

というお話でありましたけれど、それが起

こってからでは遅いわけで、そういうこと

を未然に防ぐというためにも、そういった

ところはしっかりと予算をかけてやって

いただきたいなとお願いとして申し上げ

ておきたいと思います。 

 それから、三箇牧鳥飼雨水幹線の話なん

ですけれども、今から思うと、最初試掘し

てますでしょう。それをもうちょっとやっ

ぱりきめ細かくやっとけばよかったのか

なというのはあったと思うんですよ。だか

らそこは今から言っても遅いわけですけ

れど、これからさらに下水道については進
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めていかなあかんので、そのときにぜひ今

回のことをしっかりと教訓としてもって

いただきたいです。例えば、試掘では一体

どこを掘ればいいのかといったことにつ

いては今回からしっかりと学び取ってい

ただいて、今後に生かしていただきたいな

と、これも要望として申し上げておきたい

と思います。 

 それから浸水被害の件なんですけれど

も、やっぱり私は今後進めていっていただ

きたいなと思っているのは鶴野地域なん

ですよ。鶴野地域は、床上浸水はまだ起こ

ってなかったとしても、やっぱり毎年のよ

うに夏場に大雨が降ると、床下浸水をする

ような地域だと思ってます。ただ、じゃあ

大きい管を通せるかというと、水の流れか

らすると、難しいというような話もあるよ

うに聞いてますので、あそこら辺について

はちょっときめ細かく計画を立てて進め

ていかなければいけないと思ってるんで

すね。そういったことを考えると、いわゆ

る下水を一時的に貯蔵していくようなそ

ういった施設もさらに整備をしていきな

がらやっていくといったことも一つの方

向性としてあるのかなと思ってますので、

この点も摂津市の中でどこら辺が大雨の

いわゆる浸水被害を受けやすい地域なの

かということを十分に把握をされておら

れるわけなんで、そういったこともしっか

りと計画の中に入れながら、今後進めてい

っていただきたいなと、要望として申し上

げて終わります。 

○弘豊委員長 では、以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後３時   休憩） 

（午後３時２分 再開） 

○弘豊委員長 それでは、再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 討論なしと認め、採決しま

す。 

 認定第１号所管分について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 認定第２号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 次に、認定第３号について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○弘豊委員長 全員賛成。 

 よって、本件は認定すべきものと決定い

たしました。 

 これで、本委員会を閉会いたします。 

（午後３時３分 閉会） 
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